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          計画の基本的事項 
 

１．計画策定の背景と目的 

ふじみ野市の空家は近年、増加傾向にあり、この中には、適正に管理されず、放置され、
周辺の住環境に悪影響を及ぼすものも生じています。 

適正に管理が行われていない空家については、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観
の阻害など多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしま
す。 

このため、生命、身体又は財産の保護、生活環境の保全を図り、併せて空家等の活用
を促進するため、平成 27 年５月 26 日に「空家等対策の推進に関する特別措置法
（以下「空家法」といいます。）」が完全施行されました。 

空家法においては、空家等の所有者又は管理者が、空家等の適切な管理について第
一義的な責任を有することを前提としつつ、住民に最も身近な行政主体であり、個別の空
家等の状況を把握することが可能な立場にある市町村が、地域の実情に応じた空家等対
策の実施主体として位置付けられています。 

本市においては、基本的な取組姿勢や対策を市民の皆様に示し、空家等対策を総合
的かつ計画的に推進する目的で、平成 30 年 3 月に「ふじみ野市空家等対策計画」を策
定し、行政内部の関係部署だけでなく、地域住民や不動産・法務・建築・ＮＰＯ等の専
門家団体など、住まい・まちづくりを担う各主体が連携協働し、「空家化の予防」、「空家等
の適切な管理と利活用の促進」、「管理不全な空家等の防止・解消」、「特定空家等の
除却の促進と跡地の活用」を取組の柱として、空家等対策に取り組んできました。 

今後も、既存の住宅等の老朽化や、少子高齢化の進行等に伴い、空家が増加していく
ものと予想されることから、総合的な空家等対策をより一層推進するため、「第２期 ふじみ
野市空家等対策計画」を策定します。  

第１章  
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２．計画の位置付け 

本計画は、空家法第６条に規定する空家等対策計画として、「ふじみ野市空家等対
策の推進に関する条例（以下「条例」といいます。）」第９条に基づき設置する「ふじみ野
市空家等対策協議会」での協議を踏まえ策定しました。 

また、本計画は、国が定めた「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため
の基本的な指針」及び県が定めた「埼玉県住生活基本計画」に即するとともに、「ふじみ野
市将来構想 from 2018 to 2030」や各種計画との整合・連携を図りつつ、計画を推進
していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ふじみ野市空家等対策計画 

分野別計画 

・都市計画マスタープラン 

・地域福祉計画 

・環境基本計画 

・耐震改修促進計画  など 

埼玉県住生活基本計画 

＊空家等対策の推進に関する特別措置法 

＊空家等に関する施策を総合的かつ計画的に 

実施するための基本的な指針 

＊ふじみ野市空家等対策の推進に関する条例 

反映 
空家等対策協議会 

（意見） 

踏まえる 踏まえる 即す 

ふじみ野市将来構想 from 2018 to 2030 

基本構想 基本計画 
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３．計画の期間 

本市における諸計画のうち、本計画において連携や整合を図るべき計画としては、 
・ふじみ野市将来構想 from 2018 to 2030 
・ふじみ野市都市計画マスタープラン        

などがあります。 
また、総務省の住宅・土地統計調査が5年に1回実施され、実施年の約２年後までに

公表が予定されることから、これにより住宅や統計空家の推移を確認することができます。 
本計画は、最上位計画となる「ふじみ野市将来構想 from2018to2030」で想定され

る計画期間との整合を図ることや、関連統計を次期見直しに反映することに鑑み、令和５
年度より令和９年度までの５年間を計画期間とします。 

ただし、空家法の改正、社会情勢等の変化に伴い、適宜必要に応じて見直しを行うも
のとします。  

 

  
平成 30 年度 

（2018） 
令和 2 年度 
（2020） 

令和５年度 
（2023） 

令和 10 年度 
（2028） 

令和 12 年度 
（2030） 

空家等対策計画 

住宅・土地統計調査 

ふじみ野市将来構想
from 2018 to 2030 

《 基本構想 》 

ふじみ野市将来構想
from 2018 to 2030 

《 基本計画 》 

都市計画 
マスタープラン 

 実施 

基本構想 
（H30～R12：13 年） 

前期基本計画（６年） 

後期基本計画（７年） 

ふじみ野市都市計画マスタープラン 
（R3～R22：概ね 20 年） 

第１期 計画 
（H30～R4：5 年） 

計画期間：令和５年度から令和９年度まで 

第２期 計画 
（R５～R9：5 年） 

 実施  実施 
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4．持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係 

本持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）は、
平成２７（２０１５）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための２
０３０アジェンダ」にて記載された平成２８（２０１６）年から令和１２（２０３０）
年までの国際目標です。この国際目標には持続可能で多様性と包摂性のある社会を実
現するための１７のゴールから構成され、地球上の誰一人として取り残さない（leave no 
one behind）ことを誓っています。 

【持続可能な開発目標】 

 
 
本計画は、ＳＤＧｓを構成する１７のゴールのうち、「１１ 住み続けられるまちづくりを」

を始め、「８ 働きがいも経済成長も」、「１２ つくる責任つかう責任」、「１７ パートナー
シップで目標を達成しよう」の３つの目標について特に関連性が深く、これらの目標を達成す
るため計画を推進していくことにより、持続可能な世界の実現に寄与します。 
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空家等を取り巻く現状と課題 
 

１．人口動向 

１－１．人口・世帯数 

国勢調査の結果によると、本市の人口総数は平成 12 年の 100,118 人から令和 2 年
には 113,597 人となっており 13,479 人増加しています。また、総世帯数についても平成
12 年の 38,268 世帯から令和 2 年には 49,395 世帯となっており 11,131 人増加して
います。 

その反面、一世帯当たりの人員数は低下を続けており平成 12 年の 2.6 人から令和 2
年には 2.3 人にまで減少しています。 

 

 

100,118 101,960 105,695 110,970 113,597 

38,268 40,098 42,763 45,806 49,395 
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■人口・世帯数の推移

人口 世帯数 一世帯当たりの世帯員数

資料：国勢調査

第２章  
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１－２．高齢化の状況 
年齢階級別に人口構成を見ると、老年人口（65 歳以上の人口）は一貫して増加を

続けており令和２年には 29,317 人となりました。高齢化率（老年人口が総人口に占め
る割合）は平成 12 年は 12,576 人、12.6％あったのに対し、20 年後の令和 2 年には
29,317 人、26.1％にまで増加しています。 

 

市内の 65 歳以上の高齢者世帯のうち、単身世帯数及び全世帯数に対する高齢者
世帯のうち単身世帯が占める割合は、平成 12 年は、1,657 世帯、4.3%であったのに対
し、20 年後の令和 2 年には、5,960 世帯、12.1%にまで増加しています。 
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平成 30 年住宅・土地統計調査の結果によると、本市の居住世帯のある住宅数は、
47,120 世帯であり、うち65 歳以上の単身世帯が全体の11.10％（5,230世帯）で
す。そのうち 2,800 世帯（全体の 5.94％）が持ち家です。 

 

１－３．将来人口 
ふじみ野市将来構想 from2018to2030 によると、本市の人口の将来展望として、令

和12年の117,900人をピークにその後は減少に転じるものと推測されています。その反面、
今後、老年人口は一貫して増加を続けるものと見込まれています。 
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１－４．人口動向による空家等への影響 
本市の総人口は、近年、増加傾向にありますが、令和 12 年をピークに減少に転じること

が推測されており、人口減少によって住宅の需要も減少することが見込まれ、空家等は増
加するものと考えられます。 

一方、本市の高齢者人口は令和 12 年以降も増加を続けるもの見込まれております。
特に単身の高齢者が増加することにより、将来、高齢所有者の死亡や施設入所等をきっ
かけとした空家化がさらに進むものと予想されます。 

このように総人口の減少や少子高齢化の進展といった人口構造の変化が、今後の空家
等の増減に関わる要因の一つであると考えられます。 
 
 



 

 

P. 9 

２．平成 30 年住宅・土地統計調査（総務省）からみる空家の状況 
国が実施する住宅・土地統計調査は、我が国における住戸（住宅及び住宅以外で人

が居住する建物）に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他
の住宅等に居住している世帯に関する実態を５年ごとに調査し、その現状と推移を明らか
にすることにより、住生活関連諸施策や空家対策の基礎資料として幅広く活用されるもの
です。 

【空家の分類】 

住宅   居住世帯のある住宅 
                      一時現在者のみの住宅 

      居住世帯のない住宅   空家   二次的住宅   別荘 
                                       その他 

賃貸用の住宅 
売却用の住宅 

その他の住宅    一戸建ての住宅 

長屋・共同住宅・その他 
                        建設中の住宅 

住宅以外で人が居住する建物（会社学校等の寮・寄宿舎、旅館・宿泊所等） 

流通に乗らず管理不全となるケースが多くみられる『その他の住宅』の中でも、『一戸建ての住宅』
は、相続により取得し、管理不全な空家となることが多いことから、その空家戸数の推移を把握し、具
体的な施策を講じていきます。 

『長屋・共同住宅・その他』については、建物１棟が空家の場合に限ります。 
 

【用語の定義】 
○一時現在者のみの住宅・・・昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしているなど、そこ

にふだん居住している者が一人もいない住宅 
○空家（法の定義する「空家等」と異なり、共同住宅の空室なども含まれています。） 

・二次的住宅 
別 荘・・・・・週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだんは人が

住んでいない住宅 
その他・・・・・ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに寝

泊まりしている人がいる住宅 
・賃貸用の住宅   新築・中古を問わず、賃貸のために空家になっている住宅 
・売却用の住宅   新築・中古を問わず、売却のために空家になっている住宅 
・その他の住宅   上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世

帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになってい
る住宅など（注 空家の区分の判断が困難な住宅を含む。） 



 

 

P. 10 

２－１．空家数及び空家率の動向 

国が実施する住宅・土地統計調査結果による推計値では、平成 30 年の本市の住宅
総数は、53,770 戸で、平成 5 年からの 25 年間で 13,740 戸増加している結果となって
います。 

また、平成 30 年の調査結果によると空家総数は 6,570 戸、空家率（空家総数の住
宅総数に対する割合）は 12.2%となり、平成 5 年からの 25 年間でいずれも増加傾向を
示している結果となっています。 

なお、平成 30 年の本市の空き家率（12.2％）は全国平均（13.6％）と比較して
低い水準にあります。 

 

２－２．空家の種別動向 

空家のうち、二次的住宅、賃貸用や売却用ではない「その他の住宅」は、流通に乗って
いない空家であり、空家が放置され管理不全化しやすい傾向にあります。「その他の住宅」
は戸建て住宅のほか共同住宅の空室も含んでおり、近年「その他の住宅」の総数は横ばい
の傾向を示す調査結果となっています。 

 
 

■本市の空家率等の推移と埼玉県・全国との比較

H5 H10 H15 H20 H25 H30

住宅総数（戸） 40,030 42,320 45,000 46,570 51,080 53,770

空家総数（戸） 3,950 6,670 6,190 5,290 7,580 6,570

空家率（％） 9.9 15.8 13.8 11.4 14.8 12.2

埼玉県 空家率（％） 8.5 9.9 9.7 10.2 10.9 10.2

全　国 空家率（％） 9.8 11.5 12.2 13.6 13.5 13.6

区　分

ふじみ野市

資料：住宅・土地統計調査

■本市の空家種別戸数 （戸）

H20 H25 H30

空家総数（戸） 5,290 7,580 6,570
二次的住宅 140 70 ー

賃貸用の住宅 2,640 5,210 4,420

売却用の住宅 290 550 250

その他の住宅 2,220 1,750 1900

種　別

資料：住宅・土地統計調査

※※各図表の数値は、単位未満の位で四捨五入しているため、総数と内訳は一致しない場合
があります。また、本調査は標本調査であるため、数値は推計値です。 
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２－３．一戸建ての住宅における空家の種別動向 
住宅・土地統計調査による推計値によると、本市の一戸建ての住宅の空家総数は平

成 20 年から平成 30 年の 10 年間で増加傾向を示す調査結果となっています。 
また、一戸建ての空家のうち、「その他の住宅」及び「腐朽・破損あり」の戸数についても、

10 年間で増加傾向を示す調査結果となっています。 
この調査結果から、一戸建ての住宅については、少子高齢化や単身高齢者の増加傾

向がみられ、その居住者の死亡や施設入所などによって発生する「その他の住宅」の戸数が、
除却や売却などにより解決に至る戸数を上回る傾向が続いているものと考えられます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

■本市の一戸建ての住宅の種別戸数 （戸）
H20 H25 H30

22,310 23,060 24,530

990 1,550 1,320
二次的住宅 80 ー ー

賃貸用の住宅 60 170 230
売却用の住宅 190 160 180

　 その他の住宅 660 1,220 900

腐朽・破損あり 270 280 340
腐朽・破損なし 380 940 560

一戸建ての住宅　空家総数

区　分

一戸建ての住宅　総数

資料：住宅・土地統計調査

※各図表の数値は、単位未満の位で四捨五入しているため、総数と内訳は一致しない場合が
あります。また、本調査は標本調査であるため、数値は推計値です。 
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３．空家等に関する相談状況 
令和元年度から令和３年度の直近３か年における管理不全な空家等について、年平

均で約 90 件の相談が本市に寄せられており、「草木、樹木の繁茂」、「建物（老朽や腐
朽等）」、「害虫（ハチ等）」の順に相談が多くなっています。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■空家等の相談件数と相談内容

（相談内容）

令和
元年度年平均 令和

2年度
令和
3年度

129 100 46相談件数
※1件で複数相談の場合あり

91.7

4
10 0

1 1
0
6

17

0

5861
49

2

26
38 17

4 1

48.3
34.7

1.7

草木・樹木の繁茂
建物（老朽や腐朽等）

9.0

0.7

害虫（ハチ等）

防犯（侵入危険性等）
ごみ（不法投棄等）
害獣（ハクビシン等） 4.0

※相談１件に対し複数の相談内容を含む場合があるため、相談件数と相談内容の累計件数
は一致していません。 
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４．アンケート調査 

４－１．空家所有者等に対するアンケート調査 
定期的な水道使用状況調査等から新たに把握した空家等について管理状況、使用状

況及び管理している方の連絡先の把握を目的として空家等の所有者に対し、郵送による
アンケート調査を４期に分けて実施しました。 

（１）調査期間 

【第１期】 令和２年  ４月２０日 ～ 令和２年  ６月３０日 
【第２期】 令和２年１２月１８日 ～ 令和３年  １月２９日 
【第３期】 令和３年  ９月３０日 ～ 令和３年１１月３０日  
【第４期】 令和４年１０月１７日 ～ 令和 4 年１１月 ２日  
 

（２）調査件数 
送付 ７８１件 
回答 ３９１件（回答率 50.1％） 

（３）調査対象 
各年度末時点における水道使用状況から休止中もしくは使用水量が０㎥の概

ね１年間、建築物全体が使用されていない一戸建ての住宅の実態調査を実施し、
賃貸、販売の募集などの表示がなく、電気メーターの稼働状況や近隣住民からの
聞き取りにより、居住などの様子がない新たに発見した空家について調査しました。 
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（３）アンケート調査の結果 

問１ 空家の管理状況 

      まったく管理のされていない放置状態の空家は 15％あり、所有者などの自発的
な適切管理を促す必要があります。また、たまにしか管理ができていない状態の空
家は 28％あり、放置状態の空家と合わせると管理不十分な空家が 43％と適切な
管理に対する意識が低いことが窺えます。 

 
問２ 空家の経過年数について 

      空家となってからの年数が５年以上前と長期間に渡り、空家状態にあるものが
52％と５割を超えており、空家の相続に関する問題や処分方法、活用方法に悩
んでいるなどにより、空家等の期間が長期化すると、問題解決は難しくなる傾向にあ
ります。また、建物の状態も空家状態の方が建物の損傷や劣化が進みます。 
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問３ 空家の利活用の意向について 

      今後の空家の利活用については、「売却を考えている」が 89 件と最も多く、空家
の中には処分予定などあるものも含まれているが、「検討中」「何も検討していない」
などの空家等の所有者等に対しては、空家等の相談や情報提供など、個別に積
極的なアプローチも重要となります。 

 
問４ 空家に関する相談の希望について（ワンストップ相談窓口） 

      本市で（公社）埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部と協定を締結し、
空家に関する相談窓口の一本化を図っていることから、相続、権利の整理、売却
方法、賃貸方法、リフォーム、土地活用、解体などの相談を希望するかという問いに
対して「希望」が 24％と何かしら空家に対する問題を抱える所有者等が潜在的に
いる結果となっています。 
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問５ 空家に関して興味があるものについて 

      所有者等が、空家に関して興味があるものが、「解体」が 49 件と最も多く、次い
で「相続」、「空家バンク」、「空家の管理に関すること」、「空家リフォーム・解体ロー
ン」、「マイホーム借上げ制度」の順となっています。 

      「解体」と「空き家バンク」 に対して興味を持つ所有者等が多いことから、空家を
このまま維持するより、解体や売却などによる解決に関心を持つ所有者等が多い傾
向となっています。 
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４－２．自治組織に対するアンケート調査 
地域の空家に関する実態把握や空家問題の意識啓発の施策検討を目的として、町

会・自治会・町内会の各会長に対し、郵送によるアンケート調査を実施しました。 

（１）調査期間 

令和４年 9 月２日 ～ 令和４年１０月３日 

（２）調査件数 
送付 ５８件 
回答 ５８件（回答率１００％） 

（３）アンケート調査の結果 

問 1 空家は自治組織で問題化していると感じているかについて 

       各自治組織の会長が、空家に関して地域で問題化していると感じているかという
問いに対して「問題になっていない」が 53％と最も多いものの、「問題になっている」
も 33%と 3 割を超えており、空家問題が個人の問題としてだけでなく、地域の問題
としても認識されていることが窺えます。 
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問２ 具体的な空家の問題について 

各自治組織の会長が把握している具体的な空家の問題について、「庭木、雑草
等の繁茂」が 33％と最も多く、次いで屋根材の飛散等の「老朽化による危険」と「防
犯・防火の心配」が 20%という結果から、周辺の安全性に影響することは地域の問
題になりやすいことが窺えます。 

 

問３ 空家と自治組織の関わりについて感じていることについて 

各自治組織の会長が空家と自治組織の関わりについて感じていることについて、
「個人財産のため、どこまで関わってよいか判断が難しい」が 38％と最も多く、空家は
所有者等が自身で適切に管理すべきものであることから、自治組織として関わること
の難しさが窺えます。 

その次に多かった回答として「空家所有者とのコミュニケーションが困難」が 32%と
なっており、要因として相続による空家所有者等は、遠方に居住しているケースが多
いため、自治組織との接点がないということが考えられます。 
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問４ 効果的な啓発方法について 

地域の方に空家の問題意識を持ってもらうために効果的と考えられる啓発方法は
「市報」が 29％と最も多く、次に「回覧板」が 24%となり、いずれも紙媒体による啓
発方法となっています。 

また、「相談会」についても 19％と多く、専門家による相談会の実施や、ワンストッ
プ相談制度を広く周知していくことが重要であると考えます。 
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５．空家等の課題 

（１） 所有者の管理意識の醸成等 

空家等の問題は、第一義的に所有者の責務において解決すべき問題となりますが、ア
ンケート調査の結果から空家の常態となっている所有者等のうち 15％が「まったく管理し
ていない」と回答しています。 

所有者等による適切な維持管理がなされていない理由として、相続の問題や相隣関
係等、法的な問題が解決されていないことや、高齢化等による管理能力の低下、遠隔
地居住により空家等の状況を把握できていないことなどから所有する空家等のもたらす地
域への弊害について無自覚であること等が考えられます。 

そのため、所有者の管理意識の醸成と適切な管理に向けた支援が必要です。 

（２）空家等状態の各段階に応じた対応 

管理水準が低下した空家等は、周辺住民の生活環境に対し、以下のような悪影響
を及ぼすおそれがあります。 

 ・防災性の低下 
 ・防犯性の低下 
 ・ごみの不法投棄 
 ・衛生の悪化、悪臭の発生、害虫・害獣の発生 
 ・風景、景観の悪化 
 ・その他（樹木の越境、雑草の繁茂、落ち葉の飛散等） 

こうした管理水準が低下した空家等が発生する要因を課題ととらえ、住まいの各段階
において、課題に対する対応を図ることが必要です。 

（３） 空家等の状況・地域特性に応じた対策 

本市では、将来の人口減少や少子高齢化など人口構造の変化によって、空家の増
加が予想されます。特に空家が既に多い、駅から離れた地域などでは、空家予備軍とな
る高齢単身世帯が多いことから、さらに空家が増えていく可能性が高く、一方、駅近郊の
地域では空家の増加が比較的少なくなることが考えられます。しかし、駅近郊は住宅数
が多いことから、駅から離れた地域以上に空家が発生してしまう可能性もあります。 

そのため、空家等の状態・地域特性等に応じた効果的な対策を図ることが必要です。 
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（４） 市場流通の促進と管理不全の空家等の是正 

空家等の予防には、適切に管理された空家等を市場に流通させ、中古住宅市場の
活性化を図ることも重要となります。しかし、市内において適切に管理されず、市民が不
安を感じている空家等が一定数存在しています。市場に流通されず、適切な管理が行
われていない場合、特定空家等に至るおそれがあります。 

そのため、市場流通を促すとともに、適切な管理が行われていない空家等に対しては、
影響が軽微なうちにその改善を図ることが必要です。 

（５） 効率的・効果的な実施体制の構築 

管理不全となった空家等の問題は、防災、衛生、景観等多岐にわたるため、その地
域課題に対し、市の関係部署が連携して対応しています。 

空家等の対策は、行政のみならず、地域住民をはじめ、民間事業者、各種専門家
等と連携することで、より効率的かつ効果的な対策が可能となります。 

そのため、行政内部の連携による対策の実施とともに、外部との協力体制のさらなる推
進が必要です。 
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空家等対策の基本的な方針 
 

１．対象とする空家等の種類及び地区 

１－１．対象とする空家等の種類 
対象とする空家等の種類は、法第２条第１項で規定される空家等と同様とします。 
ただし、空家等の発生の抑制が重要であることから、住宅の良質化や利活用などの予防的な

取組に関しては、空家等に至っていないものについても、本計画の対象とします。 
なお、本計画では、今後の人口変動や少子高齢化の影響により、急速な空き家化の進行

が懸念される「住宅」を中心とした取組を進めます。 

※空家等（法第 2 条第 1 項） 
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるも
の及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。 
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

※基本指針（総務省・国土交通省告示） 
「居住その他の使用がなされていないことが常態である」とは、おおむね年間（＝1 年間）を通じて
使用実績がないことが一つの基準となると考えられる。 

  

第３章  

空家の定義 Q＆A 

Q1.建築物（空家等）の用途について 
A1.店舗、事務所、倉庫、工場など、すべての建築物が対象。 

Q2.「空地」の取扱いについて（空家がない場合） 
A２.法第２条第１項に規定する「空家等」とは、その敷地も含まれるが、「空家」が存在している

ことが前提条件である。 
ただし、本市では、条例第２条第１項第３号に規定する「空家等の跡地」は、対象とする。 

Q３.建築物としての体をなしていない（屋根・柱又は壁などがない）ものについて 
A３.屋根が崩壊するなどにより建築基準法第２条第一号に規定する建築物の体をなしていない

場合についても、法第２条第１項に規定する「空家等」に含まれるものである。 

Q4.共同住宅、長屋の空家について 
A4.共同住宅・長屋については、建物（１棟）の中に１住戸でも居住されていれば、「空家等」

には該当しない。当該建築物のすべての住戸が空家になった場合、対象となる。 
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１－２．対象とする地区 
本市における空家等は、住宅・土地統計調査及び実態調査の結果からも市内各地域

に点在していることから、本計画の対象地域はふじみ野市全域とし、総合的かつ一体的に
対策を講ずることとします。 

ただし、対策を進めていく上で深刻な影響を及ぼしているなど重点的に対策が必要と認
める場合には、対策を推進すべき地区を重点対象地区として位置付けていきます。 

２．空家等の調査 
５年ごとに国が実施する「住宅・土地統計調査」の結果に基づき、本市全域の空家数

の推計を把握する取組を進めています。第４章に掲げる具体的な施策を実施するために、
水道の使用状況に関する情報を利用した空家等の特定調査や空き家所有者等へのアン
ケート調査などを定期的に実施し、市内の空家等の実態把握に努めます。 

  

対 象 地 区 ： 市 内 全 域 
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３．基本方針 
本市では、現に適切な管理がなされていない空家等を原因とした様々な問題が発生し

ており、さらなる事案の増加が予想されます。こうした状況に鑑み、問題が顕在化する前か
ら十分な対策を講じることを基本的なスタンスとして『予防対策』に重点を置きつつ、著しい
管理不全状態に陥った場合にも必要な措置を迅速かつ的確に行うなど、法や条例、本計
画を活用し、総合的で計画的な対応の推進に向け、空家等対策の目標及び基本方針を
次のように定めます。 

  
 市 民 が 安 全 で 安 心 し て 暮 ら せ る ま ち づ く り ≪ 目 標 ≫ 

適切な管理がなされていない空家等を増やさないための予防対策が重要となるため、
市民への意識啓発、住宅の良質化など予防的な取組を推進します。 

基本方針Ⅰ 予防的取組の推進 

基本方針Ⅱ 空家等利活用・流通の推進 

基空家等及びその跡地は使い方によっては有効な地域資源となる可能性もあることか
ら、地域特性を踏まえた地域課題の解決・地域価値の向上を目指し、空家等対策と他
の施策との効果的な連携による空家等の市場流通の促進、利活用を推進します。 

基本方針Ⅲ 良好な住環境の保全

基適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境
に深刻な影響を及ぼすおそれがあることから、空家等が特定空家等に至らないよう、所有
者等への働きかけを行うとともに、特定空家等に対しては、法に基づく必要な措置を講
じ、良好な住環境の保全を図ります。 

基本方針Ⅳ 多様な主体との協働・連携 

基所有者や行政のみならず、地域住民をはじめとした、各種専門家、民間事業者、Ｎ
ＰＯ法人等、様々な主体が関わることにより、効果的かつ効率的な課題解決が期待で
きるため、多様な主体と協働・連携を図ります。 
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           具体的な施策 
 

１．予防的取組の推進 

１－１．所有者等への普及啓発 
空家等の建築物は「個人の財産」であり、法第３条において、「空家等の所有者又は

管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるも
のとする。」と規定されているように、空家等は、第一義的には所有者が自らの責任において
適切に管理すべきものであることから、空家の所有者や管理者となった場合、建物の破損
や樹木の繁茂、不審者の侵入や衛生害虫の発生など、周辺に迷惑を及ぼさないように、
所有者等が自ら空家等を適正に管理するよう促すことが重要です。所有している建物の管
理が適切に行われない場合、所有者等が民事上の責任を負う可能性もあることを啓発す
る必要があります。 

また、空家等対策を進める中で、管理不全の改善がなかなか進まない要因の一つとして、
所有者等の特定調査に相当の時間を要することが挙げられます。令和６年４月１日に施
行される相続登記の義務化によって、所有者等の特定がしやすくなることが期待されること
から、新制度の情報について、空家等の相続人のほか現在居住中の住宅所有者などにも
広く周知し、将来の管理不全空家等の予防を図ります。 

（１）パンフレット・チラシ等を使用した普及啓発 
空家等の発生に起因する周辺環境への悪影響、所有者等の責任や相続登記義務

化などの新制度を周知するパンフレットやチラシを作成し、ホームページへの掲載や、本市
の窓口、主な公共施設及び専門家団体等にて配布することで、適正管理に向けた情報
提供・意識啓発を行います。 

（２）各種通知等を活用した普及啓発 
空家等の所有者や相続人へ効果的に普及啓発するため、固定資産税納税通知な

ど市が発行する各種通知の送付や死亡届等の手続きの機会を活用します。 

（３）空家に関するセミナー、空家相談会の開催 
協定を締結している専門団体等と連携してセミナー、相談会などを開催することで空

家に関する相談対応及び普及啓発を進めます。 
 

第４章  

 基本方針Ⅰ 
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（４）福祉部局と連携した普及啓発活動の展開 
今後も増加する高齢者に対して、庁内福祉部局や社会福祉協議会などと連携し、

出前講座などの重点的な普及啓発活動を行います。 

１－２．専門家団体等と連携した相談体制（ワンストップ相談窓口） 
本市では、（公社）埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部と協定を締結し、

相続、権利の整理、売却方法、賃貸方法、リフォーム、土地活用、解体など空家に関す
る相談の窓口を一本化し、空家所有者等からの様々な相談に対して迅速かつ適切に
対応しています。 

１－３．住宅の良質化支援 

今住んでいる住宅で安全に安心して住み続けるため、また、次の世代に引き継がれ有効
に活用されることによって空家等の発生を予防するためには、耐震化、バリアフリー化などの
住宅の良質化が重要となります。 

（１）住宅等の耐震化の促進 
「耐震改修促進計画」に基づき、昭和 56 年以前に建築された木造住宅・分譲マン

ション等を対象に、住宅の耐震化の重要性の意識啓発を行うとともに、「ふじみ野市既存
住宅耐震診断料補助金交付要綱」、「ふじみ野市既存住宅耐震改修工事費補助金
交付要綱」等において、耐震診断や耐震改修等の費用の一部を助成することにより、住
宅等の耐震化を促進します。 

（２）質の高い優良な住宅の普及 
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を普及するための

「長期優良住宅認定制度」を適正かつ効率的に活用し、質の高い優良な住宅の普及を
促進します。 

（３）介護保険制度の周知 
要支援１・２又は要介護１～５の認定を受けている方が、在宅において自立した日

常生活を営むため、又は介護者の負担を軽減するために住宅改修費の支給対象（手
すりの取付けや床の段差解消等、資産形成につながらない比較的小規模なものが対象）
となる住宅のバリアフリー改修を行う場合、申請により費用の一部が介護保険から支給さ
れる介護保険制度の周知を図ります。 
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２．空家等利活用・流通の推進 

２－１．空家等利活用・流通の支援、促進 
空家等のうち市場に流通していない「その他の住宅※」が増加傾向にあることを踏まえ、

空家等の利活用や流通の推進を図るため、本市が協定を結ぶ専門団体による所有者等
へのコンサルティングや様々な支援制度について活用の促進をはかります。 

（１）空家バンク（所有者と有効活用希望者とのマッチング制度）の促進 
空家等の売買や賃貸の流通を促進するため、「空家バンク」を設置しています。本市で

登録などの手続きを行った後、物件情報の公開は、「全国版空き家バンク」を活用し、所
有者と有効活用希望者間の交渉や契約等は、本市と協定を結ぶ（公社）埼玉県宅
地建物取引業協会埼玉西部支部が媒介します。 

全国版バンクを通じた情報提供の充実化等により、空家等の所有者と有効活用希
望者の更なるマッチング促進を図ります。 

（２）金融機関との連携 
本市と５金融機関（埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、

川口信用金庫）が連携・協力して、所有者等による空家の活用・解体を促進すること
により、空家が管理不全な状態になることを防止する取組を行っています。金融機関は、
空家の活用・解体に必要な資金を所有者等に融資する空家のリフォームや解体に関す
るローンを取り扱っており、市では、このローン情報を所有者等に提供しています。 

     

       

（３）空き家の発生を抑制するための特例措置（譲渡所得の 3,000 万円特別控除） 
本特例措置は、平成 26 年 11 月に国会で成立した「空家等対策の推進に関する特

別措置法」の税制上の優遇措置として創設され、この特例措置を周知することで空家の
最大の要因である『相続』に由来する古い空家及びその敷地の有効活用を促進します。 

  

 基本方針Ⅱ 
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（４）空家等を活用するマイホーム借上げ制度の普及・促進 

年齢や家族構成の変化により、住み替えを考えている中高年世帯等の住宅を、ゆとり
ある住居を求める子育て世帯等に賃貸することで、空家とせずに活用することができるよう、
「マイホーム借上げ制度」を周知し、制度の普及・促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）新たな支援制度の研究 

空家等の利活用、除却後の跡地の活用や流通の促進など、空家等対策における国、
県の法令整備や新たな制度の創設などに注視するとともに、先進自治体の関係団体と
の連携による取り組みなど、新たな支援制度について情報収集を図ります。 

  

一般社団法人移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）のマイホーム借上げ制度とは 
持ち家をＪＴＩが借り上げ、子育て世帯などに転貸し、安定した賃料収入を保証するもので

す。これにより、売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することができます。 

 
出典：JTI ホームページ http://www.mlit.go.jp/ 
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２－２．空家（空き室）を活用した居住支援 

埼玉県では、平成23年1月に事業者団体や居住支援団体、地方公共団体などの団
体が参加する「埼玉県住まい安心支援ネットワーク」を設立し、住宅セーフティネット法に基
づく居住支援団体として、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家
庭、外国人、その他住宅の確保に特に配慮を要する者（住宅確保要配慮者）の民間
賃貸住宅の空家（空き室）への円滑入居を推進しています。 

本市は、そのネットワークを構成する会員となり、市民の豊かな住生活を実現するため、
関係団体との有機的な連携による協力体制を構築し、次に掲げる住まいに係る課題の解
決に向けて必要な措置等について連絡、協議を行っています。 

・ 子育て世帯の定住促進及び既存住宅等を活用した住替えの促進等による地
域の活性化 

・ 高齢者、障がい者、外国人その他の住宅確保要配慮者のための住宅セーフティ
ネットの構築 
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３．良好な住環境の保全 

３－１．空家等 及び 特定空家等への対応・措置 
（１）空家等への対応 

① 現地調査等の実施と所有者等の把握 
市は、適切な管理が行われている空家等に対しては、引き続き適切な管理が行われ

るよう周知・啓発などを行うほか、管理不全な空家等の発生予防を目的として、利活用
の促進に関する取組を行います。 

管理不全な状態にある空家等について市民等からの通報があった場合は、速やかに
現地調査を行い、その実状を把握するとともに、近隣からの聞き取りや市の内部情報等
により、所有者等を特定します。 

所有者等の特定については、空家法に基づき、課税情報や戸籍、住民票の情報など
を活用し、空家の所有者の調査を行っていますが、相続関係が複雑であるため、調査が
難航し指導開始までに相当の時間を要する案件もあり、課題となっています。 

このような課題に対し、住民基本台帳法が改正（令和 4 年 8 月 20 日施行）され、
空家の所有者等の特定調査に利用可能となった住民基本台帳ネットワークシステムを
活用するなど、今後、所有者等の特定調査の効率化に努めます。 

② 適切な助言・指導などの実施 
所有者等が遠隔地に居住していることから、自らが所有する空家等の状態を把握して

いない事例や、空家等を相続により取得したなどの事情により、自らが当該空家等の所
有者であることを認識していない事例が散見されます。したがって、管理不全な空家等の
状態等について情報を提供し、その改善方策に対する考え方など所有者等の事情の把
握に努め、早期改善に向けての適切な助言・指導等を行います。 

また、遠隔地に居住している、あるいは高齢などの理由により空家等の管理を直接行
うことが難しい所有者等に対しては、市が協定を結ぶ NPO 法人等による空家管理業務
などについて情報提供を行い、自主的かつ継続的な空家等の適正管理を促します。 

③ 緊急安全措置の実施 
平時において、そのまま放置すれば倒壊等の保安上危険となるおそれのある場合など、

特定空家等に認定し、条例第 14 条に基づき、危害が及ぶことを回避するため必要な最
小限度の措置として、倒壊の危険のある建物の敷地内に侵入防止の簡易な柵を講じた
り、落下する危険性のあるエアコンの室外機をロープで固定するなどの措置を講じます。 

 基本方針Ⅲ 
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また、管理不全の状態が、空家等において部材が剥離しかかっているなど、特定空家
等の要件まで達していない空家等について台風や大雨などの災害により被害を受け、地
域住民の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認
めるときは、災害対策担当部局と連携し、災害対策基本法に基づく、応急措置を実施
します。 

これらの対応のほか、空家法に限らず、建築基準法、消防法、道路法、災害救助法
など、状況に応じた他法令の適切な運用により解決を図ります。 
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（２）特定空家等に対する措置 

① 現地調査等の実施と所有者等の把握 
地域に深刻な影響を及ぼすおそれのある特定空家等に対しては、法の規定に基づき、

市から所有者に対し、除去、修繕、立木の伐採その他の周辺の生活環境の保全を図る
ために必要な措置を取るよう、法に基づく助言・指導（法第 14 条第 1 項）、勧告
（同条第 2 項）、命令（同条第 3 項）を行います。なお、勧告をした場合は、地方
税法の規定に基づき、当該特定空家等に係る敷地について、固定資産税等の住宅用
地特例の対象から除外します。 

命令を受けた所有者がその命ぜられた措置を履行しないとき、履行しても十分でないと
き又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、市が行政代執行（法第 14 
条第 9 項）を行います。 

ただし、特定空家等に対する措置は、所有者にとっては強い公権力の行使を伴う行
為が含まれることから、各段階において慎重に判断するとともに、空家等の問題は第一義
的には所有者が自らの責任により的確に対応することが前提であることから、市は法によ
る措置を講ずる以前から、所有者による自主的な改善を促します。 

② 特定空家等の判断事項 

特定空家等と判断する際には、空家等の状態とともに、当該空家等が、現に周辺に
悪影響をもたらしているか、又はそのまま放置した場合の周辺への悪影響のおそれがある
か否か、もたらされる危険等について切迫性が高いか否か、所有者による自主的な改善
の意思があるか否か等について、総合的に判断します。 

③ 特定空家等の判断方法 

法第１４条第１４項の規定に基づき、国によって定められた「特定空家等に対する
措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針」を参考に策定した本市特定空
家等判断基準に基づき、特定空家等の判定及び今後の対応方針を決定します。 

また、命令を実施する前に、その妥当性に関し、空家等対策協議会の意見を伺うもの
とします。 
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（３）解決が困難な事案への対応 

① 財産管理人制度等の活用 
空家等の所有者の所在が不明又は不存在であるために空家等が危険な状態で放

置されている場合には、現行の財産管理人制度のほか、民法の改正により令和５年４
月１日に施行となる「所有者不明土地・建物管理制度」等の新たな制度の活用を含
めた解決策を検討します。 

 ② 売却や建替え等が困難な物件への対応等の検討 
法令に定める要件を満たしていない等の理由で、売却や建替え等が困難な空家等

が放置される問題について、再建築ができないために放置された空家等の除却や土地
の売買等の方策を検討します。 

 ③ 所有者が自ら適正に管理する能力が十分でない場合の対応の検討 
障がいや認知症等により自ら空家等を管理することが困難な所有者に対し、生活支

援と合わせて管理不全な空家等の解消のため、判断能力が十分でない所有者による
家屋や土地の管理や処分を支援する方策を検討します。 
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※法とは、空家等対策の推進に関する特別措置法

※災害対策基本法第64条　応急公用負担等

       

　特定空家等と判断 　情報提供

　 ※相続放棄者

事前通知

　

★

※代執行法によらないため、強制徴収できない

最短14日

※更地の換価

※国税滞納処分の例による強制徴収

※国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権

財産管理人
選任申立など

費用の徴収
（行政代執行法

     第5条・第6条）

動産の取扱い
連絡・保管

　相続放棄者は、空家法第3条の「管理者」には該当し、努
力義務は負うが、勧告に従う理由はない。
　助言・指導、勧告と行い、従わない場合は、略式代執行へと
進む。

再戒告

費用の徴収 動産の取扱い
連絡・保管

★概ね3ヶ月（相当の履行期限）

代執行令書
（行政代執行法第3条第2項）

★概ね3ヶ月（相当の履行期限）

代執行

略式代執行
（法第１４条第１０項）

行政代執行
（法第１４条第９項）

 ★概ね3ヶ月
         （相当の履行期限） 戒告

（行政代執行法第3条第1項）
代執行

★概ね3ヶ月（相当の履行期限）

公告
（法第１４条第１０項）

標識の設置と公示
（法第１４条第１１項）

抵当権者等
への通知

公告期間2週間で
相手方に到達

 ・掲示板への掲示
 ・官報又は広報への掲載 ★概ね3ヶ月（相当の履行期限）

　 協議会意見（条例第13条）

抵当権者等
への通知

命令
（法第１４条第３項）

過料
（法第16条第1項）

命令違反

命令に係る 勧告など撤回の通知
（法第１４条第４項）

　5日以内に請求があった場合（初日不算入）

緊急安全措置
（条例第14条）

意見書提出、意見聴取
（法第１４条第６～８項）

　　　協議会意見（条例定めなし）
※所有者などを確知できている場合、「助言・
　 指導」「勧告」「命令」のプロセスを省略できない指導・助言

（法第１４条第１項）

改 善★概ね3ヶ月

勧告
（法第１４条第２項）

特定空家等でなくとも可
特定空家等に該当する可能性があ
れば許容される（国 ガイドライン）

　　 立入調査の5日前（初日不算入）

立入調査
（法第9条第２項）

過料
（法第16条第2項）

特定空家等と判断 ふじみ野市空家等対策協議会（条例第9条）
空家等が特定空家等に該当するか否かの判断

税務課等
※住宅用地特例（緊急）

　 不明又は判明（緊急）

改善依頼・助言
（法第１２条）

財産管理人制度

関係部局への
情報提供

事前通知
（法第９条第３項）

災害対策基本法

　関与 要

相続財産管理人制度

税務課等
※住宅用地特例

所有者等の調査
（法第１０条）

 判明又は不明 建築基準法、
道路法など

他法令の活用回答
判明（緊急）

 特定空家等に対する措置までのフロー図

建築基準法10条
消防法3条2項,5条
道路法43条,44条,71条
災害救助法4条1項10号

現地確認
（法第９条第１項）

不在者財産管理人制度

行政関与の判断 関与 非 民事解決

照会

命令をした場合

非常・危険切迫
（行政代執行法第3条第3項）

特
定

空
家

等
で

は
な

い
と

判
断

※
 所

有
者

等
を

確
知

で
きな

い
場

合

★概ね3ヶ月（相当の履行期限）

※
法
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一

部
に

行
方

不
明
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な

どが
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場

合

必
要

最
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の
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置

立入拒否

税額決定日の
配慮必要
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３－２．適正管理に向けた情報提供と啓発 
（１）地域との連携 

空家等の適切な管理を促進するためには、空家等の早期発見と適切かつ迅速な対応
が重要となります。また、空家等の中には、自発的な維持管理が十分に行えない高齢の
所有者や相続が行われず所有者などが不明となっているケースもあることから、当事者間だ
けの問題ではなく、地域の問題として捉えることが大切です。 

本市では、ふじみ野市自治組織連合会との協定締結により、防犯パトロールなど自治
組織の活動から知り得た空家等に関する市への情報提供や地域に存在する空家等の継
続的な見守りにより、市民等及び地域の安全・安心の確保に資する取組を進めます。 

（２）空家管理業務等の情報提供と啓発 
（公社）入間東部シルバー人材センター、ふじみ野市資源リサイクル協同組合、NPO

法人 空家・空地管理センターとの協定締結による空家管理業務などについて、広報や市
ホームページなどを利用した情報発信を実施します。 

また、固定資産税の納税通知書を活用し、空家の適正管理を促すなど、市内の住宅
を所有する方に対する注意喚起を行います。 

３－３．分譲マンションの適切な管理に対する支援（マンション管理適正化推進計画） 
空家法で定義される空家等は、建物全体として利用されていない場合であり、マンションの

一室が空家となっていても、空家法の措置の対象となりません。 
しかし、マンションはその規模ゆえに、ひとたび管理不全化し空家等に該当することとなれば、

周辺の生活環境への悪影響が大きく、また、区分所有者等による合意形成が困難となるこ
とで状況の改善が見込まれないといった状況も想定されるため、このような管理不全マンション
の発生を未然に防止する観点から、本計画においては市内に立地する分譲マンションについ
ても対象に含め、定期的に実態調査を行うとともにその適正管理に向けた支援のあり方につ
いて位置づけを行います。 

なお、具体的なマンションの適正管理の方法については、国のマンション管理適正化指針
に留意して実施し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（以下「マンション管理
適正化法」という。）に基づくふじみ野市マンション管理適正化指針（第４号※ ）は、ふじみ
野市においては、国の適正化指針と同様の内容とします。 
  

※ 『マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針』に基づく推進計画に記載すべき事項が 
第１号から第７号まであります。 
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※マンションの定義（マンション管理適正化法第 2 条第 1 項第 1 号） 

【 ２条１号イ 】 
集合住宅単体を念頭とした概念で、次の要件を満たすものをマンションといいます。 

(1) 区分所有者が２以上あること 
(2) 人の居住の用に供する専有部分があること 
(3) 建物の敷地および附属施設も含むものであること 

【 ２条１号ロ 】 
イの建物を含む団地の土地および附属施設を対象としたものです。団地には、①複数の集合住
宅のみがある場合、②集合住宅と戸建住宅からなる場合、③戸建住宅のみからなる場合があり
ますが、ここでは①および②が対象となります。戸建住宅のみからなる団地は対象とされていませ
ん。そのため、区分所有法上の団地より範囲は狭くなります。 

（１）管理の推進に関する取組（第 1 号※ ） 
市内における分譲マンション数は、課税情報によると令和４年１月１日現在でおおよ

そ１２８棟、７，３２８戸、そのうち、築４０年以上経過しているマンションはおおよそ
２７棟、５７８戸となっており、５年後には、おおよそ３９棟、１０年後には、おおよそ
５２棟と、今後、高経年のマンションが急増することが予想されます。管理不全マンション
の発生を未然に防止するための取組の一環として、マンションの適正管理が行われないこ
とによって発生する様々な課題や相談窓口の連絡先について、市広報紙やホームページ
などを通じ、意識啓発や情報発信を年１回の目安で行い、マンションの管理適正化を進
めます。 

※高経年マンションの定義 
築年数等による明確な定義はなく、国土交通省の下記「社会資本整備審議会住宅宅地分科会

マンション政策小委員会」の「とりまとめ」では、「建設後相当の期間が経過したマンションをいう。」と説
明している。 

（２）管理状況等実態調査（第２号※ ） 
市内分譲マンションの管理状況を把握するため、以下のとおり実態調査を実施しま

す。 
   ①市内分譲マンションのデータベース作成 

法務局から区分所有建物の登記事項証明書を入手し、所在地、建物名称、構
造、階数、登記年月日などをデータベース化します。 

 
 ※ 『マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針』に基づく推進計画に記載すべき事項が 

第１号から第７号まであります。 
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   ②管理組合に対するアンケート調査等 
築４０年以上経過する分譲マンションを抽出し、管理組合向けのアンケート調査

を行います。なお、必要に応じて、未回答の管理組合に対するアンケートの再送や調
査員による現地調査、ヒアリング調査を実施します。 

（３）法律に基づく管理計画の認定（第３号※ ） 
マンション管理適正化法に基づき、管理計画の認定事務を実施します。また、必要に

応じて、マンション管理適正化指針に即し、助言・指導などを行います。 

（４）マンション管理の適正化に関する相談支援の充実（第３号※ ） 

マンション管理不全化予防の観点から、マンション管理に関する管理組合等からの専
門的な相談などに対応するため、一般社団法人埼玉県マンション管理士会や公益財団
法人マンション管理センターなどの専門家団体と連携し、マンション管理に関する相談会
を実施するなど管理組合等への支援を推進します。 

（５）マンション管理の適正化に関する啓発及び知識の普及（第５号※ ） 

本市が参画する埼玉県マンション居住支援ネットワークが行っているマンション管理に関
する情報提供やセミナーの開催について、窓口でのチラシ配布、市広報誌やホームページ
において周知し、マンション管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する取組を
今後も継続して実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 『マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針』に基づく推進計画に記載すべき事項が 
第１号から第７号まであります。 
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４．多様な主体との協働・連携 

相談窓口の運営やセミナーの実施における専門家団体、空家の流通促進や居住支援
協議会における不動産団体、地域主体の空家活用における地域住民、ＮＰＯ法人、民
間事業者等、多様な主体との協働・連携により、基本方針ⅠからⅢに基づく各種取組を
進めます。 

 

  

 基本方針Ⅳ 
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５．基本方針、施策に基づく取組 

  基本 
方針 施策 内容 

《

住
宅
の
状
況
》 

 

Ⅰ 

予
防
的
取
組
の
推
進 

Ⅳ 

多
様
な
主
体
と
の
協
働
・
連
携 

所有者等への普及啓発 

●パンフレット・チラシ等を使用した普及啓発 
●各種通知を活用した普及啓発 
●空家に関するセミナー、空家相談会の開催 
●福祉部局と連携した普及啓発活動の展開 

専門家団体等と連携した相
談体制の構築（ワンストップ
相談窓口） 

●相続、権利の整理、売却方法、賃貸方
法、リフォーム、土地活用、解体など様々な
空家に関する相談窓口を一本化 

住宅の良質化支援 ●耐震診断や耐震改修等の費用の一部を助
成することにより、住宅等の耐震化を促進 

 

Ⅱ 

空
家
等
利
活
用
・
流
通
の
推
進 

空家等利活用・流通の支援、
促進 

●空家バンクの促進 
●金融機関との連携 
●空き家の発生を抑制するための特例措置 
 （3000 万円特別控除） 
●空家等を活用するマイホーム借上げ制度の

普及・促進 
◆新たな支援制度の研究 

  
 

空家を活用した居住支援 ◆住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅の空
家（空き室）への円滑入居を推進 

 

Ⅲ 

良
好
な
住
環
境
の
保
全 

空家等及び特定空家等への
対応・措置 

●空家等への対応 
●特定空家等に対する措置 
◆解決が困難な事案への対応 

適正管理に向けた情報提供と
啓発 

●地域との連携 
●空家管理業務等の情報提供と啓発 

分譲マンションの適切な管理に
対する支援 

◆管理の推進に関する取組 
◆管理状況等実態調査 
◆法律に基づく管理計画の認定 
◆マンション管理の適正化に関する相談支援

の充実 
◆マンション管理の適正化に関する啓発及び

知識の普及 

                          【凡例】 ●既存施策（実施中） 
                                         ◆新規施策（第２期～） 

利
用(

居
住)

中 

空
家(
空
き
室)

化 

管 

理 

不 

全 
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           実施体制 
 

１．行政 

（１）連携した対応 

空家等の対策は、発生抑制、市場流通・利活用、管理不全の空家等への対応等、
段階的かつ総合的な対策が必要です。そのため、空家等がもたらす様々な課題に対し、
個々の関係部署の取組に加え、関係各課が連携・協力して対策を実施するものとしま
す。 

このため、対策の実施に当たっては、下表に示す事項について相互に協力し対応する
ものとします。 

 
関係課 役 割 

建築課 

・空家等に関する総合相談窓口に関すること。 
・空家等対策計画の策定及び変更に関すること。 
・空家等に関する立入調査に関すること。 
・空家等のデータベースの整備（更新）に関すること。 
・空家バンクの運営に関すること。 
・特定空家等に係る措置に関すること。 
・空家等対策推進庁内検討委員会及び空家等対策協議 
会の運営に関すること。 
・空家の譲渡所得の特別控除に関すること。 
・空家化の予防に向けた住宅政策の検討に関すること。 
・その他空家等対策に関する総合的な調整に関するこ 
と。 

都市計画課 ・空家化の抑制に向けた都市計画の検討に関すること。 

危機管理防災課 
・防災上、対策が必要な特定空家等に係る措置内容と跡地利用
の検討に関すること。 

環境課 
・衛生上、対策が必要な特定空家等に係る措置内容の検討に関
すること。 
・特定空家等に存するごみの処理方法の検討に関すること。 

契約・法務課 ・空家等に対する関係法令の適正運用の検討に関すること。 

税務課 
・空家に関する固定資産税情報の提供に関すること。 
・勧告した特定空家等の固定資産税の住宅用地特例の解除に関

第 5 章  
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すること。 

協働推進課 ・地域振興への空家等の利活用に関すること。 

産業振興課 
・創業支援、産業振興、企業誘致施策として空家等の利活用に
関すること。 

障がい福祉課 ・障がい者支援施策としての空家等の利活用に関すること。 
高齢福祉課 ・高齢者支援施策としての空家等の利活用に関すること。 
子育て支援課 ・子育て支援施設としての空家等の利活用に関すること。 
経営戦略室 ・市の総合的な施策としての空家等の利活用の検討に関すること。 

 

（２）関係部署と相談対応 

空家等がもたらす問題は、建物の老朽化による倒壊等の危険、ごみの不法投棄や人
の健康等に影響を及ぼす衛生害虫の発生による衛生環境の悪化、立木の繁茂等によ
る通行の妨げ等、多岐にわたるため、周辺住民からの相談に対しては、まず最初に本市
の相談窓口で対応します。その後、個別の状況に応じて、下表の関係課と連携して対
応します。 

相談内容 関係課 

建物に関すること（建物の老朽や普及等） 
建築課 

隣地側への樹木の繁茂 
火災に関すること（火災等の危険性等） 

危機管理防災課 
防犯に関すること（侵入の危険性等） 
ごみに関すること（不法投棄等） 

環境課 
衛生害虫等に関すること（衛生害虫・ねずみ等） 
道路側への樹木の繁茂（道路交通への影響等） 道路課 

（３）空家等対策推進庁内検討委員会 

次に掲げる事項に関する検討を行うため、庁内に空家等対策推進庁内検討委員会
を組織します。 

①本計画の策定に関すること 
②特定空家等の認定及び措置に関すること 
③空家等に関する施策の総合的かつ計画的な実施に関すること 
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 《委員》 
 都市政策部長 協働推進課長 
 経営戦略室長 環境課長 
 財政課長 産業振興課長 
 契約・法務課長 高齢福祉課長 
 危機管理防災課長 都市計画課長 
 税務課長 建築課長 

２．空家等対策協議会 
空家法第７条に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議

を行うため、協議会を組織しました。専門性、公平性を高めることを期待し、協議会は様々
な分野からの専門家で構成されております。 

協議会は、計画の作成・変更に関する協議を行うほか、計画実施の一環として、特定
空家等の措置に関する協議を行うための場としても活用します。 

３．専門家団体等 
空家等の所有者は、相続や権利関係に関すること、登記に関すること、土地の境界に

関すること、建物の診断や建替えに関すること、不動産取引（売買・賃貸）に関すること
等、様々な悩みを抱えている場合があります。 

本市では、（公社）埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部や NPO 法人 空
家・空地管理センターと協定を締結し、相続、権利の整理、売却方法、賃貸方法、リフォ
ーム、土地活用、解体など様々な空家に関する相談のための窓口を整備しました。 

また、セミナーの開催、空家等の管理等、様々な形での協力体制の構築を図ります。 

４．地域住民 
空家等の問題は、所有者個人の問題だけでなく、地域の問題として捉えることが重要で

あることから、地域主体の管理・利活用の取組など、空家等が放置されないよう、自治組
織等をはじめとした地域住民と市の協力体制の構築を図るため、本市では、ふじみ野市自
治組織連合会との協定締結により、防犯パトロールなど自治組織の活動から知り得た空家
等に関する市への情報提供や地域に存在する空家等の継続的な見守りにより、市民等及
び地域の安全・安心の確保に資する取組を進めます。
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空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成２６年法律第１２７号） 
 
（目的） 
第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地

域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体
又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用
を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特
別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その
他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等
に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興
に寄与することを目的とする。 

（定義） 
第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であっ

て居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木そ
の他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、
又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上
危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切
な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の
生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められ
る空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 
第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境

に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 
（市町村の責務） 
第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく

空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよ
う努めるものとする。 

（基本指針） 
第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実

施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 
２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 参考 
資料 
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一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 
二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 
三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとすると
きは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅
滞なく、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 
第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施する

ため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策
計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空

家等に関する対策に関する基本的な方針 
二 計画期間 
三 空家等の調査に関する事項 
四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 
五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用

の促進に関する事項 
六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同

条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しく
は第十項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処
に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 
八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 
九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ
を公表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関
し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 
第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うた

めの協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 
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２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町
村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の
市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
（都道府県による援助） 
第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に

関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提
供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めな
ければならない。 

（立入調査等） 
第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有

者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調
査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、
当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせ
ることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められ
る場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等
にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが
困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分
を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなら
ない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈
してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 
第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有す

る情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律
の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以
外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされている
もののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているものの
ために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の
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所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、
この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うもの
とする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるとき
は、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関
し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 
第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、

又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさ
ないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて
同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握する
ために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 
第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの

者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 
（空家等及び空家等の跡地の活用等） 
第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を

行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関す
る情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものと
する。 

（特定空家等に対する措置） 
第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのま
ま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上
有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。
次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定
空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、
相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全
を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に
係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に
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対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることがで
きる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措
置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書
の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者
又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければな
らない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村
長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求すること
ができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三
項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴
取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定
によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前ま
でに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有
利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を
命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行し
ても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年
法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第
三者をしてこれをさせることができる。 

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてそ
の措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の
助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができない
ため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町
村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは
委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、
その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又
はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告し
なければならない。 
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11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他
国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができ
る。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、
又は妨げてはならない。 

13 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第
三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施
を図るために必要な指針を定めることができる。 

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土
交通省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 
第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する

対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用
に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものと
する。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画
に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の
措置その他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 
第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以

下の過料に処する。 
２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円

以下の過料に処する。 
附 則 

（施行期日） 
１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の
規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。 

（検討） 
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２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況
を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その
結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

（平成 27 年２月 26 日付け総務省・国土交通省告示第１号） 
（最終改正 令和３年６月 30 日付け総務省・国土交通省告示第１号） 
 
目次 
一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

１ 本基本指針の背景 
２ 実施体制の整備 
３ 空家等の実態把握 
４ 空家等に関するデータベースの整備等 
５ 空家等対策計画の作成 
６ 空家等及びその跡地の活用の促進 
７ 特定空家等に対する措置の促進 
８ 空家等に関する対策の実施に必要な財政上・税制上の措置 

 
二 空家等対策計画に関する事項 

１ 効果的な空家等対策計画の作成の推進 
２ 空家等対策計画に定める事項 
３ 空家等対策計画の公表等 

 
三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

１ 空家等の所有者等の意識の涵養と理解増進 
２ 空家等に対する他法令による諸規制等 
３ 空家等の増加抑制策、利活用施策、除却等に対する支援施策等 

  

 参考 
資料 
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一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 
１ 本基本指針の背景 

近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変
化及び産業構造の変化等に伴い、居住その他の使用がなされていないことが常態で
ある住宅その他の建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地（立木その他の土
地に定着する物を含む。）が年々増加している。このような空家等（空家等対策の
推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第２条第１項に規定する空
家等をいう。以下同じ。）の中には、適切な管理が行われていない結果として安全
性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがある。 

このような状況から、市町村（特別区を含む。以下同じ。）等の地方公共団体は、
適切な管理が行われていない空家等に対して既存法や条例に基づき必要な助言・指
導、勧告、命令等を行い適切な管理を促すとともに、それぞれの地域の活性化等の
観点から、国の財政上の支援措置等を利用しながら空家等を地域資源として有効活
用するなど地域の実情に応じた空家等に関する施策を実施してきた。 

しかしながら、空家等がもたらす問題が多岐にわたる一方で、空家等の所有者又
は管理者（以下「所有者等」という。）の特定が困難な場合があること等解決すべ
き課題が多いことを踏まえると、空家等がもたらす問題に総合的に対応するための
施策の更なる充実を図ることが求められていたところである。 

以上を踏まえ、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域
住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又
は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を
促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村によ
る空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事
項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって
公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、平成２６年１１月２
７日に、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）が公布され、
平成２７年５月２６日の全面施行以降、全国の市町村において空家等対策の取組が
進められてきた。 

今後、空家等の数の増加が見込まれ、それがもたらす問題が一層深刻化すること
が懸念されることから、引き続き空家等の発生の抑制、利活用、除却等の取組を強
力に推進する必要がある。 
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（１）空家等の現状 
平成３０年に総務省が実施した住宅・土地統計調査（令和元年９月３０日公表）

によると、全国の総住宅数は 6,240 万戸となっている一方、総世帯数は 5,400 万
世帯となっており、住宅ストックが量的には充足していることが分かる。このう

ち空き家※１の数は 849 万戸であり、これが全国の総住宅数に占める割合は 

13.6％となっている。また居住目的のない空き家※２の数は 349 万戸に上ってい
る。これが全国の総住宅数に占める割合は 5.6％であるが、その数は過去 20 年
間で約 1.9 倍に増加しているところである。 

一方で、法の施行以降、全国の市町村において、空家等対策計画（法第６条第

１項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。）が作成され※３、協議会（法

第７条第１項に規定する協議会をいう。以下同じ。）が組織される※４とともに、
適切な管理が行われていない空家等への対応として、法の規定に基づく特定空家
等に対する措置のほか、条例に基づく措置や所有者等が自ら行う空家等の除却へ
の補助等の市町村の取組により、約 9.0 万物件（令和元年度末時点）の空家等に
ついて除却、修繕等の対応がなされているところである。 

※１ 住宅・土地統計調査における「空き家」とは、「賃貸用又は売却用の住宅」、「二次的住宅」
及び「その他の住宅」を合計したものをいう。 

※２ 「居住目的のない空き家」とは、住宅・土地統計調査における「その他の住宅」に属する
空き家をいい、「「賃貸用又は売却用の住宅」又は「二次的住宅」以外の人が住んでいない
住宅で、例えば転勤・入院などのために居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替え
などのために取り壊すことになっている住宅など」をいう。 

※３ 令和元年度末時点で全国の市町村の 92％が既に作成済み又は作成予定あり。 
※４ 令和元年度末時点で全国の市町村の 67％が既に組織済み又は組織予定あり。 

 
（２）空家等対策の基本的な考え方 

①基本的な考え方 
適切な管理が行われていない空家等がもたらす問題を解消するためには、法に

おいて行政主体の責務に関する規定の前に「空家等の所有者等は、周辺の生活環
境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」（法第
３条）と規定され、また、土地基本法（平成元年法律第８４号）第６条において
土地の所有者又は土地を使用収益する権原を有する者は、同法第２条から第５条
までに定める土地についての基本理念にのっとり、土地の利用及び管理並びに取
引を行う責務を有する旨規定されているように、第一義的には空家等の所有者等
が自らの責任により的確に対応することが前提である。その上で、行政による対
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応としては、空家等の適正管理に係る啓発等による所有者等の意識の涵養と理解
増進を図るとともに、関係制度の周知により、特に所有者等の適正な管理に係る
意識が希薄となりやすい、所有者等が多数である場合や遠方に居住している場合、
建物の相続登記が行われていない場合、敷地と建築物等の所有者等が異なる場合
等も含めて所有者等の自主的な対応を求めることが重要となる。 

しかしながら、空家等の所有者等が、経済的な事情等から自らの空家等の管理
を十分に行うことができず、その管理責任を全うしない場合等も考えられる。そ
のような場合においては、所有者等の第一義的な責任を前提としながらも、住民
に最も身近な行政主体であり、個別の空家等の状況を把握することが可能な立場
にある各市町村が、地域の実情に応じて、地域活性化等の観点から空家等の有効
活用を図る一方、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等については所要の措置
を講ずるなど、空家等に関する対策を実施することが重要となる。なお、この点
を明確化する観点から、法第４条においては市町村の責務として「市町村は、第
６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対
策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとす
る。」と規定されている。 

また、国及び都道府県においては、以下に掲げるような役割を踏まえ、市町村
と連携してその空家等に関する対策の実施を支援することが重要である。 

 
②市町村の役割 

市町村は、関係内部部局間の連携、必要に応じた協議会の組織、相談体制の整
備等による法の実施体制の整備に着手し、まず法第９条第１項の調査を通じて、
各市町村内における空家等の所在及び状態の実態把握並びにその所有者等の特定
を行うことが重要である。また、必要に応じ、空家等対策計画の作成を行い、各
地域内の空家等に対する行政としての基本姿勢を住民に対して示しつつ、空家等
及びその跡地の活用方策についても併せて検討する。さらに、適切な管理が行わ
れていない空家等やその結果として地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしている
空家等、またそのようなおそれのある空家等については、法第９条第２項に基づ
く立入調査を必要に応じて行いつつ、法第１４条に基づく特定空家等（法第２条
第２項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。）に対する必要な措置を講ずるこ
とが重要である。 
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 なお、市町村は法第６条第４項に基づき、都道府県知事に対し、空家等対策計
画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他の必要な
援助を求めることができることとされている。 

また、空家等対策を行う上では、必要に応じて、事務の委託、事務の代替執行
等の地方公共団体間の事務の共同処理の仕組みを活用することや、地域の空家等
対策に取り組むＮＰＯ等の団体と連携することも有効と考えられる。 

 
③都道府県の役割 

都道府県知事は、②で述べたように、法第６条第４項に基づき市町村から空家
等対策計画の作成及び変更並びに実施に関して必要な援助を求められた場合のほ
か、法第８条において「空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置につ
いて、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な 

助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければなら
ない。」こととされている。 

具体的には、例えば都道府県内の市町村間での空家等対策の情報共有への支援、
空家等対策を推進している都道府県内市町村相互間の意見交換の場の設置、協議
会の構成員の仲介又はあっせんや、必要な場合における空家等対策を行う上での
事務の委託、事務の代替執行等が考えられる。また、市町村に対して必要な援助
を行うに際し、都道府県内の関係部局の連携体制を構築することが望ましい。 

特に建築部局の存在しない市町村に対しては、例えば特定空家等に該当するか
否かの判断、法第１２条に基づく情報提供・助言又は法第１４条に基づく助言・
指導、勧告の実施に当たり困難を来している場合における技術的な助言を実施し
たり、都道府県の建築部局による専門技術的サポートを受けられるような体制作
りを支援したり、協議会への参画を通じた協力をすることも考えられる。 

このほか、市町村が住民等からの空家等に関する相談に対応するための体制を
整備するのに際し、宅地建物取引業者等の関係事業者団体や建築士等の関係資格
者団体、地域の空家等対策に取り組むＮＰＯ等の団体との連携を支援することも
考えられる。 

さらに、都道府県は国とともに、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等
に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に
要する費用に対する補助など必要な財政上の措置等を講ずるものとされている
（法第１５条）。 
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④国の役割 
国は、法の内容について、地方公共団体等に対して具体的に周知を図るととも

に、法第１４条に基づく市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）による特定
空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針（「「特定空
家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針」（平成２７年５
月２６日策定）。以下「ガイドライン」という。）等により、市町村による空家等
対策の適切な実施を支援することとする。 

また、③で述べたとおり、国は市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に
関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要
する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充など必要な財政上の措置や必要な
税制上の措置その他の措置を講ずるものとされているところ、例えば市町村が空
家等対策計画の作成のため空家等の実態調査を行う場合、空家等の所有者等に対
してその除却や活用に要する費用を補助する場合、代執行に要した費用の回収が
困難な場合、代執行等の措置の円滑化のための法務的手続等を行う場合等につい
て、当該市町村を交付金制度や補助制度により支援するほか、市町村が取り組む
空家等に関するデータベースの整備、空家等相談窓口の設置、空家等対策計画に
基づく空家等の活用・除却等に要する経費について特別交付税措置を講ずる等、
空家等対策を実施する市町村を支援することとする。 

 
２ 実施体制の整備 

空家等対策を市町村が効果的かつ効率的に実施するためには、空家等の調査・確
認、特定空家等と認められる空家等に対する立入調査又は措置などに不断に取り組
むための体制を整備することが重要であることから、市町村は、空家等対策に関係
する内部部局の連携体制や空家等の所有者等からの相談を受ける体制の整備を図
るとともに、必要に応じて協議会の組織を推進する。 

 
（１）市町村内の関係部局による連携体制 

空家等がもたらす問題を解消するには、防災、衛生、景観等多岐にわたる政策
課題に横断的に応える必要があることから、市町村においては、それら政策課題
に対応する建築・住宅・景観・まちづくり部局、税務部局、法務部局、消防部局、
防災・危機管理部局、環境部局、水道部局、商工部局、市民部局、財政部局等の
関係内部部局が連携して空家等対策に対応できる体制の構築を推進することが望
ましい。 



 

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

P. 14 

 
 

特に建築部局の参画は、空家等が倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある
状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態であるかどうかの判断やその
対応策を検討する観点から重要である。また、１（２）③で述べたとおり、建築
部局の存在しない市町村においては、建築部局を擁する都道府県の援助を得るこ
とにより、空家等対策の実施に当たり必要となる連携体制を構築することが重要
である。 

さらに、税務部局の参画は特に空家等の土地について、住宅用地に係る固定資
産税及び都市計画税の課税標準の特例措置（以下「固定資産税等の住宅用地特例」
という。）の適切な運用を図る観点から、法務部局の参画は所有者等が不明である
空家等に対してどのような対処方針で臨むかを検討する観点から、それぞれ重要
である。 

 
（２）協議会の組織 

市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため
の協議会を組織することができ、その構成員としては「市町村長（特別区の区長
を含む。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、
文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成す
る。」ものとされている（法第７条第２項）。なお、市町村長を構成員としつつも、
協議の内容に応じて、本人ではなく、市町村長より委任された者が参画するなど、
必要に応じて柔軟な運営方法とすることも可能である。 

このほかの協議会の構成員として、具体的には弁護士、司法書士、行政書士、
宅地建物取引士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、社会福祉士等の資格
を有して地域の福祉に携わる者、郷土史研究家、大学教授・教員等、自治会役員、
民生委員、警察職員、消防職員、法務局職員、道路管理者等公物管理者、まちづ
くりや地域おこし、地域の空家等対策に取り組むＮＰＯ等の団体が考えられる。
これに加え、都道府県や他市町村の建築部局に対して協力を依頼することも考え
られる。 

この協議会は、法に規定されているとおり空家等対策計画の作成及び変更に関
する協議を行うほか、同計画の実施の一環として、例えば、市町村長が特定空家
等に対する措置を講ずるに当たって参考となる、①空家等が特定空家等に該当す
るか否かの判断の基準、②空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対す
る立入調査の方針、③特定空家等に対する措置の方針などに関する協議を行うた
めの場として活用することも考えられる。また、協議会における協議の過程で空
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家等の所有者等の氏名、住所などの情報が外部に漏えいすることのないよう、協
議会の構成員は当該情報の取扱いには細心の注意を払う必要がある。 

また、協議会を設置するに当たっては、１市町村に１つの協議会を設置するほ
か、例えば１つの市町村が複数の協議会を設置したり、複数の市町村が共同して
１つの協議会を設置したりすることも可能である。 

（３）空家等の所有者等及び周辺住民からの相談体制の整備 
法第１２条には「市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するた

め、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるも
のとする。」と規定されている。本規定を踏まえ、例えば自ら所有する空家等をど
のように活用し、又は除却等すればよいかについての相談や、引っ越し等により
今後長期にわたって自宅を不在にせざるを得ない場合における管理等についての
相談を当該住宅等の所有者等から受ける場合が想定されるため、市町村はその要
請に迅速に対応することができる体制を整備することが望ましい。なお、体制整
備に当たっては、空家等をめぐる一般的な相談はまず市町村において対応した上
で、専門的な相談については宅地建物取引業者等の関係事業者団体や建築士等の
関係資格者団体、地域の空家等対策に取り組むＮＰＯ等の団体と連携して対応す
るものとすることも考えられる。 

また、空家等の所有者等に限らず、例えば空家等の所在地の周辺住民からの当
該空家等に対する様々な苦情や、移住、二地域居住又は住み替えを希望する者か
らの空家等の利活用の申入れに対しても、市町村は迅速に回答することができる
体制を整備することが望ましい。 

 
３ 空家等の実態把握 
（１）市町村内の空家等の所在等の把握 

市町村が空家等対策を効果的かつ効率的に実施するためには、既存の統計資料
等も活用しつつ、まず各市町村の区域内の空家等の所在やその状態等を把握する
ことが重要である。 

空家等は、法第２条第１項において「建築物又はこれに附属する工作物であっ
て居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木
その他の土地に定着するものを含む。）をいう。」と定義されている。ここでいう
「建築物」とは建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号の「建築
物」と同義であり、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するも
の（これに類する構造のものを含む。）、これに附属する門又は塀等をいい、また
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「これに附属する工作物」とはネオン看板など門又は塀以外の建築物に附属する
工作物が該当する。 

市町村はその区域内の建築物又はこれに附属する工作物（以下「建築物等」と
いう。）のうち「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」を空
家等と判断し、この法律を適用することとなる。「居住その他の使用がなされてい
ないこと」とは、人の日常生活が営まれていない、営業が行われていないなど当
該建築物等を現に意図をもって使い用いていないことをいうが、このような建築
物等の使用実態の有無については、法第９条第１項の調査を行う一環として、調
査時点での建築物等の状況を基に、建築物等の用途、建築物等への人の出入りの
有無、電気・ガス・水道の使用状況及びそれらが使用可能な状態にあるか否か、
建築物等及びその敷地の登記記録並びに建築物等の所有者等の住民票の内容、建
築物等の適切な管理が行われているか否か、建築物等の所有者等によるその利用
実績についての主張等から客観的に判断することが望ましい。 

また、「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築
物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して
建築物等の使用実績がないことは１つの基準となると考えられる。 

調査の結果、空家等に該当する建築物等については、法第１１条に基づき、例
えば空家等の所在地を一覧表にし、又は地図上に示したものを市町村の内部部局
間で常時確認できるような状態にしておくなど、空家等の所在地について市町村
内の関係部局が情報共有できる環境を整備することが重要である。 

なお、「国又は地方公共団体が所有し、又は管理する」建築物等については、通
常は各法令に基づき適切に管理されることが想定され、またその活用等について
も、多くの場合は当該建築物等を管理する国又は地方公共団体の責任において行
われる実態に鑑み、空家等から明示的に除外されている。 

また、空家等のうち、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそ
れのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行わ
れていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保
全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる」もの（法
第２条第２項）については特定空家等に該当することとなるが、どのような空家
等が特定空家等に該当するか否かを判断する際に参考となる基準等については、
ガイドラインにおいて別途定めている。 

 
（２）空家等の所有者等の特定及び意向の把握 
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空家等の所在等を把握した市町村においては、次に当該空家等の所有者等を特
定するとともに、必要に応じて当該所有者等がその所有する空家等をどのように
活用し、又は除却等しようとする意向なのかについて、併せて把握することが重
要である。その際、敷地と建築物等の所有者等が異なる場合においても、その敷
地の所有者等は空家等の所有者等に含まれることに留意する。 

空家等の所有者等を特定し、その意向を把握するためには、（３）で述べる手段
を用いて所有者等を確知し、当該所有者等に対して法第９条第１項に基づき聞き
取り調査等を行うことが重要である。なお、所有者等による空家等の適切な管理
を促進するため、市町村は、法第１２条に基づき空家等の所有者等に対し、例え
ば時々の通水、換気、清掃等の適切な管理又は適宜の除草、立木竹の伐採、枝打
ち等により空家等の劣化を防ぐことができる旨の助言を行ったり、空家等を日頃
管理することが難しい所有者等については当該空家等を適切に管理する役務を提
供する専門業者や地域の空家等対策に取り組むＮＰＯ等の団体に関する情報を提
供したりすることが考えられる。 

 
（３）空家等の所有者等に関する情報を把握する手段 

市町村長が（２）の調査を通じて空家等の所有者等の特定を行うためには、空
家等の所在する地域の近隣住民等への聞き取り調査に加え、法務局が保有する当
該空家等の不動産登記簿情報及び市町村が保有する空家等の所有者等の住民票情
報や戸籍謄本等を利用することが考えられる。これらの情報は、いずれも不動産
登記法（平成１６年法律第１２３号）、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）、
戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）等既存の法制度により入手可能なものであ
るが、市町村長は法第１０条第３項に基づき「この法律の施行のために必要があ
るときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の
把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。」こととされていることから、
例えば空家等の不動産登記簿情報については関係する法務局長に対して、電子媒
体による必要な不動産登記簿情報の提供を求めることができる。このように市町
村長が法務局長に電子媒体による不動産登記簿情報を求めることとすれば、４で
述べる空家等に関するデータベースを市町村が整備しようとする際に有効と考え
られる。また、同項に基づき、電気、ガス等の供給事業者等に、空家等の電気、
ガス等の使用状況やそれらが使用可能な状態にあるか否かの情報等の提供を求め
ることも可能である。 
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また、従来、固定資産税の納税者等に関する固定資産課税台帳については、地
方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２２条により、同台帳に記載された情報
を空家等対策に活用することは秘密漏えい罪に該当するおそれがあることから、
たとえ同じ市町村の他部局に対してであっても、税務部局が同台帳に記載された
情報の提供を行うことは原則としてできないものとされてきた。しかしながら、
固定資産課税台帳に記載された情報のうち空家等の所有者等に関するものは、空
家等の所有者等を特定する上では不動産登記簿情報等と並んで有力な手段である
ことから、法第１０条第１項により、この法律の施行のために必要な限度におい
て、固定資産課税台帳に記載された空家等の所有者等に関する情報を空家等対策
のために市町村の内部で利用することができることとなるとともに、同条第２項
により、都が保有する固定資産課税台帳に記載された空家等の所有者等に関する
情報について、特別区の区長から提供を求められたときは、都知事は速やかに当
該情報の提供を行うものとすることとされた。 

なお、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報に
ついては、固定資産課税台帳に記載された情報に限らず、例えば各市町村の個人
情報保護条例などにより目的外利用が制限されている情報のうち、空家等の所有
者等の氏名、住所等の情報で、法に基づき各市町村が空家等対策のために必要と
なる情報については、法の施行のために必要な限度において、市町村長は法第１
０条第１項に基づき内部で利用することが可能である。 

一方で、これらの手段をもってしても空家等の所有者等が把握できない場合や、
所有者等が把握できたとしても所在を特定できない場合、所有者等が外国に居住
しており所在を特定できない場合など、法第１４条第１０項に規定する「過失が
なくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき」に該当する
か否かを判断する際に参考となる基準等については、空家等の所有者等の探索方
法とともに、ガイドラインにおいて別途定めている。 

 
４ 空家等に関するデータベースの整備等 

市町村長が調査の結果空家等として把握した建築物等については、法第１１条に
基づき「データベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必
要な措置を講ずるよう努めるものとする。」とされている。３（１）で述べたとお
り、市町村においては、同条に基づき、例えば空家等の所在地を一覧表にし、又は
地図上に示したものを市町村内の内部部局間で常時確認できるような状態にして
おくなど、空家等の所在地について市町村内の関係部局が情報共有できる環境を整
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備するよう努めるものとする。なお、データベースの整備に際しては、必ずしも電
子媒体による必要はなく、各市町村の判断により、紙媒体によることも可能である。 

このデータベースには空家等の所在地、現況、所有者等の氏名などについて記載
することが考えられるが、これらに加えて、空家等のうち特定空家等に該当するも
のについては、データベース内に特定空家等に該当する旨並びに市町村長による当
該特定空家等に対する措置の内容及びその履歴についても併せて記載する等によ
り、継続的に把握していく必要がある。 

なお、上記情報については、空家等の所有者等の了解なく市町村内から漏えいす
ることのないよう、その取扱いには細心の注意を払う必要がある。また、市町村に
よっては、その区域内の空家等に関する全ての情報についてデータベース化するこ
とが困難な場合も考えられる。そのような場合であっても、特定空家等に係る土地
については、８（２）で述べるとおり固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外
される場合があり、また、今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる
家屋の敷地に対しては、そもそも固定資産税等の住宅用地特例は適用されないこと
となるため、その点で税務部局と常に情報を共有する必要があることから、少なく
とも特定空家等に該当する建築物等についてはデータベース化することが必要で
ある。 

また、法第１１条に基づきデータベース化の対象とされた空家等のうち、「建築
物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又
は管理する」空家等については、その対象から除外されている。これは、いわゆる
空き物件に該当する空家等については、宅地建物取引業者等により適切に管理され
ていると考えられる上、空き物件たる空家等の活用もこれら業者等により市場取引
を通じて図られることから、市町村による空家等対策の対象とする必要性が小さく、
したがってデータベースの対象とする実益に乏しいと考えられるためである。しか
しながら、たとえ空き物件に該当する空家等であったとしても、周辺の生活環境に
悪影響を及ぼしているものについては、この法律の趣旨及び目的に照らし、市町村
がその実態を把握しておくことが適切であると考えられることから、本条に基づく
データベースの対象となる。 

 
５ 空家等対策計画の作成 

空家等対策を効果的かつ効率的に推進するためには、各市町村において、空家等
対策を総合的かつ計画的に実施するための計画を作成することが望ましい。 
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法第６条第１項に基づき、市町村が空家等対策計画を定める場合、同計画には①
空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家
等に関する対策に関する基本的な方針、②計画期間、③空家等の調査に関する事項、
④所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項、⑤空家等及び除却した
空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項、⑥特定空家等に対する措置その他の
特定空家等への対処に関する事項、⑦住民等からの空家等に関する相談への対応に
関する事項、⑧空家等に関する対策の実施体制に関する事項及び⑨その他空家等に
関する対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする（同条第２項）。 

空家等対策計画に定めるべき各項目の具体的な内容及び特に重要となる記載事
項については二２で示すとおりであるが、同計画を定めるに当たっては、各市町村
における空家等対策の全体像を住民が容易に把握することができるようにすると
ともに、空家等の適切な管理の重要性及び管理不全の空家等がもたらす諸問題につ
いて広く住民の意識を涵養するように定めることが重要である。この観点から、空
家等対策計画については定期的にその内容の見直しを行い、適宜必要な変更を行う
よう努めるものとする。 

 
６ 空家等及びその跡地の活用の促進 

空家等対策を推進する上では、各市町村がその跡地も含めた空家等を地域資源と
して利活用すべく、今後の空家等の活用方策を検討することも重要である。このよ
うな観点から、法第１３条は「市町村は、空家等及び空家等の跡地に関する情報の
提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。」と
規定されている。 

空家等の中には、地域交流、地域活性化、福祉サービスの拡充等の観点から、所
有者等以外の第三者が利活用することにより、地域貢献などに有効活用できる可能
性のあるものも存在する。 

空家等を有効に利活用するため、例えば、利活用可能な空家等又はその跡地の情
報を市町村が収集した後、当該情報について、その所有者の同意を得た上で、イン
ターネットや宅地建物取引業者の流通ネットワークを通じて、広く当該空家等又は
その跡地を購入又は賃借しようとする者に提供することが想定される。その際、都
道府県又は市町村は空き家バンク等の空家等情報を提供するサービスについて宅
地建物取引業者等の関係事業者団体との連携に関する協定を締結することや「全国
版空き家・空き地バンク」に参画することが考えられる。 
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また、空家等を市町村等が修繕した後、地域の集会所、井戸端交流サロン、農村
宿泊体験施設、住民と訪問客との交流スペース、移住希望者の住居等として当該空
家等を活用することも考えられる。その際、空家等の用途変更に当たっては、建築
基準法、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）、景観法（平成１６年法律第１
１０号）、消防法（昭和２３年法律第１８６号）、旅館業法（昭和２３年法律第１３
８号）等の関係法令を遵守するものとする。 

さらに、空家等の跡地については、市街地環境の向上に資する敷地整序の促進、
土地の適正な利用・管理に向けたマッチング・コーディネートや土地所有者等に代
わる管理などの機能を担うランドバンクの取組との連携、所有者不明土地等対策と
の連携により、地域のまちづくりにおいて有効活用することが期待でき、例えば、
漁業集落等の狭隘な地区における駐車場や広場として活用することも考えられる。 

なお、空家等の利活用方策については、空家等対策計画の実施に関する課題であ
ることから、その検討を行う場として協議会を積極的に活用することが考えられる。 

 
７ 特定空家等に対する措置の促進 

特定空家等は、法第２条第２項に定義するとおり、例えば現に著しく保安上危険
又は著しく衛生上有害な状態にあるもののほか、将来著しく保安上危険又は著しく
衛生上有害な状態になることが予見されるものも含むものであり、広範な空家等に
ついて特定空家等として法に基づく措置を行うことが可能である。市町村長は、地
域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図る観点
から、このような特定空家等の状態に応じて必要な措置を講ずることが望ましい。
なお、将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予見される
空家等について参考となる考え方の例や、特定空家等の状態に応じた措置のあり方
については、ガイドラインにおいて定めている。 

特定空家等に該当する建築物等については、市町村長は、建築物等の詳細な現状
を把握し、周辺の生活環境の保全を図るためにどのような措置が必要となるかにつ
いて迅速に検討するため、法第９条第２項に基づき、市町村職員又はその委任した
者（例えば建築士や土地家屋調査士など）に特定空家等に該当すると認められる空
家等に対して立入調査をさせることができる。また、この調査結果に基づき、市町
村長は特定空家等の所有者等に対し、必要な措置を助言・指導、勧告及び命令する
ことができる（法第１４条第１項から第３項まで）とともに、その措置を命ぜられ
た者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限
内に完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の定
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めるところに従い、本来特定空家等の所有者等が履行すべき措置を代執行すること
ができる（同条第９項）。この他、法第１４条は特定空家等の所有者等に対して市
町村長が必要な措置を命ずる際に講ずるべき手続（同条第４項から第８項まで並び
に同条第１０項及び第１１項）、所有者等を市町村長が確知することができない場
合における代執行に関する規定（同条第１０項）等を定めている。これに加え、空
家等の所有者等の所在を特定できない場合又は所有者が死亡しており相続人のあ
ることが明らかではない場合（相続人全員が相続放棄をして相続する者がいなくな
った場合を含む。）に必要な措置を講じるに当たっては、財産管理制度を活用する
ために、市町村長が民法（明治２９年法律第８９号）第２５条第１項の不在者財産
管理人又は同法第９５２条第１項の相続財産管理人の選任の申立てを行うことも
考えられる。 

法第９条第２項に基づく立入調査及び法第１４条に基づく措置は、いずれも空家
等の所有者等にとっては強い公権力の行使を伴う行為を含むものである。このため、
法第１４条第１４項に基づくガイドラインにおいて、どのような空家等が特定空家
等に該当するか否かを判断する際に参考となる判断基準や市町村長が特定空家等
の所有者等に対して必要な措置を助言・指導する段階から最終的には代執行を行う
に至る段階までの基本的な手続の内容、特定空家等に残置された動産の取扱い等に
ついて定めている。各市町村長は、必要に応じてこのガイドラインを参照しつつ、
各地域の実情に応じた特定空家等に関する対策に取り組むこととする。 

なお、特定空家等と認められる空家等に対して立入調査や必要な措置を講ずるに
当たっては、市町村においては、建築・住宅・景観・まちづくり部局、税務部局、
法務部局、消防部局、防災・危機管理部局、環境部局、水道部局、商工部局、市民
部局、財政部局等の関係内部部局間の連携が一層求められる。 

 
８ 空家等に関する対策の実施に必要な財政上・税制上の措置 
（１）財政上の措置 

法第１５条第１項においては「国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計
画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関
する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要
な財政上の措置を講ずるものとする。」と規定されている。 

具体的には、例えば一１（２）④で述べたような財政上の措置を国として講ず
ることとする。また、空家等を活用するに当たり必要となる費用の一部を市町村
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を通じて、又は都道府県から直接、それぞれ予算支援している都道府県も存在す
る。 

以上を踏まえつつ、地域活性化や良好な居住環境の整備を促進する観点から、
空家等の利活用や除却等を始めとする空家等対策に取り組む市町村を支援するた
め、国及び都道府県においては、市町村による空家等対策の実施に要する費用に
対して引き続き財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 
（２）税制上の措置 

法第１５条第２項においては「国及び地方公共団体は、市町村が行う空家等対
策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な
税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」と規定されている。 

 
①空き家の発生を抑制するための税制上の特例措置（所得税・個人住民税の特例） 

平成２６年に国土交通省が実施した空家実態調査（平成２７年１１月２０日公
表）によれば、周辺の生活環境に悪影響を及ぼし得る空き家（住宅・土地統計調
査における「その他の住宅」に該当する空き家）の約７５％は旧耐震基準の下で
建築されたものであり、また平成２５年における住宅の耐震化の進捗状況の推計
値として国土交通省が平成２７年６月に公表した数値を考慮すると、そのような
空き家のうち約６０％が耐震性のない建築物であると推計されている。加えて、
上述の平成２６年空家実態調査によれば、居住用家屋が空き家となる最大の契機
が相続時であることも判明している。 

このような実態を踏まえ、空き家が放置され、その結果周辺の生活環境に悪影
響を及ぼすことを未然に防止する観点から、空き家の最大の発生要因である相続
に由来する古い空き家及びその敷地の有効活用を促進することにより空き家の発
生を抑制するため、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）等において、税
制上の特例措置が講じられている（平成２８年４月１日創設）。具体的には、相続
の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋（昭和５６年５月
３１日以前に建築された家屋（区分所有建築物を除く。）であって、当該相続の開
始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。
以下「被相続人居住用家屋」という。）及び当該相続の開始の直前において当該被
相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を当該相続により取得をした
個人が、平成２８年４月１日から令和５年１２月３１日までの間に譲渡（当該相
続の開始があった日から同日以後３年を経過する日の属する年の１２月３１日ま
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での間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が１億円を超えるもの等
を除く。）をした場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の
譲渡所得の 3,000 万円特別控除を適用する（ただし、当該譲渡の対価の額と当該
相続の時から当該譲渡をした日以後３年を経過する日の属する年の１２月３１日
までの間に当該相続人が行った当該被相続人居住用家屋と一体として当該被相続
人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が１億
円を超える場合を除く。）（租税特別措置法第３５条第３項から第１０項まで及び
第１３項。なお、個人住民税については地方税法附則第３４条第２項及び第５項
並びに第３５条第２項及び第６項）。また、令和元年度（平成３１年度）税制改正
により、平成３１年４月１日以降の譲渡については、老人ホーム等に入所をした
ことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋は、一定の要件を満たす
場合に限り、相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた
家屋として本特例措置を適用することとされた。なお、本特例措置に関する事務
手続等の詳細については、別途通知で定めている。 

 
②特定空家等に対する固定資産税等の住宅用地特例の取扱い（固定資産税・都市
計画税） 

現在、人の居住の用に供する家屋の敷地のうち一定のものについては、地方税
法第３４９条の３の２及び第７０２条の３に基づき、当該敷地の面積に応じて、
その固定資産税の課税標準額を６分の１（２００㎡以下の部分の敷地）又は３分
の１（２００㎡を超える部分の敷地）とするとともに、その都市計画税の課税標
準額を３分の１（２００㎡以下の部分の敷地）又は３分の２（２００㎡を超える
部分の敷地）とする特例措置（固定資産税等の住宅用地特例）が講じられている。
この固定資産税等の住宅用地特例が、管理状況が悪く、人が住んでいない家屋の
敷地に対して適用されると、比較的地価が高い地域においては当該家屋を除却し
た場合※と比べて固定資産税等が軽減されてしまうため、空き家の除却や適正管
理が進まなくなる可能性があるとの指摘が存在する。 
※ 固定資産税等の住宅用地特例が適用されない場合の税額は、課税標準額の上限を価格の７

割とするなどの負担調整措置及び各市町村による条例減額制度に基づき決定されることと
なる。 
空家等の中でも、特定空家等であって地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼ

す場合には法に基づく措置の対象となるものであり、その除却や適正管理を促す
ことは喫緊の課題である。以上を踏まえ、地方税法において、固定資産税等の住
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宅用地特例の対象から、法第１４条第２項の規定により所有者等に対し勧告がさ
れた特定空家等の敷地の用に供されている土地を除くこととされている（地方税
法第３４９条の３の２第１項等）。なお、一７で述べたとおり、将来著しく保安上
危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予見される空家等についても、そ
の所有者等に対し法第１４条第２項の規定に基づく勧告を行うことが可能である。 

また、あわせて、家屋の使用若しくは管理の状況又は所有者等の状況等から客
観的にみて、当該家屋について、構造上住宅と認められない状況にある場合、使
用の見込みはなく取壊しを予定している場合又は居住の用に供するために必要な
管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められ
る場合には、住宅には該当しないものであるため、そうした家屋の敷地について
はそもそも固定資産税等の住宅用地特例は適用されない。したがって、空家等対
策で得られた情報について、税務部局（特別区にあっては東京都の税務部局）と
情報共有し、連携して必要な対応を行うことが重要となる。 

 
二 空家等対策計画に関する事項 

市町村は、協議会を設置した場合には当該協議会の構成員等から意見を聴取する
とともに、必要に応じて都道府県からの情報提供や技術的な助言を受けつつ、各市
町村の区域内で必要となる空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するた
め、本基本指針に即して、法第６条第２項に掲げる事項を定めた空家等対策計画の
作成を推進する。 

その際、一３（１）及び（２）で述べたとおり、各市町村内における空家等の実
態を的確に把握した上で、空家等対策計画における目標を設定するとともに、定期
的に当該目標の達成状況を評価し、適宜同計画の改定等の見直しを行うことが望ま
しい。 

 
１ 効果的な空家等対策計画の作成の推進 

効果的な空家等対策計画を作成するためには、各市町村内における防災、衛生、
景観等の空家等がもたらす問題に関係する内部部局が連携し、空家等に関する対策
を分野横断的に記載した総合的な計画を作成することが重要である。また、周辺の
生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等に対処するだけでなく、こうした空家
等のそもそもの増加を抑制する観点から、三で述べるような施策等も含めた形で作
成することが望ましい。 
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２ 空家等対策計画に定める事項 
（１）空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空

家等に関する対策に関する基本的な方針 
各市町村における空家等に関する対策について、各市町村長が把握した空家等

の数、実態、分布状況、周辺への悪影響の度合いの状況や、これまでに講じてき
た空家等対策等を踏まえ、空家等に関する政策課題をまず明らかにした上で、空
家等対策の対象地区、対象とする空家等の種類（例えば空き住居、空き店舗など）
や今後の空家等に関する対策の取組方針について記載する。 

特に、空家等対策の対象地区を定めるに当たっては、各市町村における空家等
の数や分布状況を踏まえ、空家等対策を重点的に推進するべき地区を重点対象地
区として定めることが考えられる。また、対象とする空家等の種類は、市町村長
による空家等調査の結果、どのような種類の建築物が空家等となっていたかを踏
まえ、重点対象地区を定める場合同様、どの種類の空家等から対策を進めていく
かの優先順位を明示することが考えられる。 

これらの記載により、各市町村における空家等対策の今後の基本的な方針を、
住民にとって分かりやすいものとして示すことが望ましい。 

なお、空家等対策計画の作成に当たっては、必ずしも市町村の区域全体の空家
等の調査を行うことが求められるわけではない。例えば、各市町村における中心
市街地や郊外部の住宅団地等の中で、既に空家等の存在が周辺の生活環境に深刻
な影響を及ぼしている地域について先行的に空家等対策計画を作成し、その後必
要に応じて順次同計画の対象地区を拡大していく方法も考えられる。 

 
（２）計画期間 

空家等対策計画の計画期間は、各市町村における空家等の実態に応じて異なる
ことが想定されるが、関連する既存の計画で定めている期間や住宅・土地に関す
る調査の実施年と整合性を取りつつ設定することが考えられる。なお、計画期限
を迎えるごとに、各市町村内における空家等の状況の変化を踏まえ、空家等対策
計画の改定等を検討することが重要である。 

 
（３）空家等の調査に関する事項 

各市町村長が法第９条第１項に基づき当該市町村の区域内にある空家等の所在
及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の
施行のために必要な調査を行うに当たって必要となる事項を記載する。具体的に
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は、例えば空家等の調査を実際に実施する主体名、対象地区、調査期間、調査対
象となる空家等の種類、空家等が周辺に及ぼしている悪影響の内容及び程度その
他の調査内容及び方法を記載することが考えられる。 

 
（４）所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

一１（２）①で述べたとおり、空家等の適切な管理は第一義的には当該空家等
の所有者等の責任において行われるべきことを記載するとともに、空家等の所有
者等に空家等の適切な管理を促すため、例えば各市町村における相談体制の整備
方針や、空家等の利活用に関心を有する外部の者と当該空家等の所有者等とのマ
ッチングを図るなどの取組について記載することが考えられるほか、空家等の所
有者等の意識の涵養や理解増進に資する事項を記載することが考えられる。 

 
（５）空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

一６で述べたとおり、各市町村において把握している空家等の中には、修繕等
を行えば地域交流や地域活性化の拠点として利活用できるものも存在し、また利
活用する主体は当該空家等の所有者等に限られていない。例えば各市町村が把握
している空家等に関する情報を、その所有者の同意を得た上でインターネットや
宅地建物取引業者の流通ネットワークを通じて広く外部に提供することについて
記載することが考えられる。その際、空き家バンク等の空家等情報を提供するサ
ービスにおける宅地建物取引業者等の関係事業者団体との連携に関する協定が締
結されている場合には、その内容を記載することも考えられる。また、当該空家
等を地域の集会所、井戸端交流サロン、農村宿泊体験施設、住民と訪問客との交
流スペース、移住希望者の住居等として活用する際の具体的な方針や手段につい
て記載することも考えられる。当該空家等の跡地についても、市街地環境の向上
に資する敷地整序の促進、ランドバンクの取組や所有者不明土地等対策との連携
により地域のまちづくりにおいて有効活用することに加え、例えば、漁業集落等
の狭隘あいな地区における駐車場や広場として活用する際の具体的な方針や手段
について記載することも考えられる。 

 
（６）特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 

各市町村長は、特定空家等に該当する建築物等の状態や特定空家等が地域住民
の生活環境に及ぼしている影響の程度等の観点から、特定空家等に対してどのよ
うな措置を講ずるのかについて方針を示すことが重要である。具体的には、必要
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に応じてガイドラインの記載事項を参照しつつ、例えば各市町村長が特定空家等
であることを判断する際の基本的な考え方や、特定空家等に対して必要な措置を
講ずるか否かについての基本的な考え方及びその際の具体的な手続等について記
載することが望ましい。 

 
（７）住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

一２（３）で述べたとおり、各市町村に寄せられる空家等に関する相談の内容
としては、例えば空家等の所有者等自らによる空家等の今後の利活用方針に関す
るものから、空家等が周辺に及ぼしている悪影響に関する周辺住民による苦情ま
で幅広く考えられる。そのような各種相談に対して、各市町村はできる限り迅速
に回答するよう努めることとし、例えば各市町村における相談体制の内容や住民
に対する相談窓口の連絡先について具体的に記載することが望ましい。 

 
（８）空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

空家等がもたらす問題は分野横断的で多岐にわたるものであり、各市町村内の
様々な内部部局が密接に連携して対処する必要のある政策課題であることから、
例えばどのような内部部局が関係しているのかが住民から一覧できるよう、各内
部部局の役割分担、部署名及び各部署の組織体制、各部署の窓口連絡先等を記載
することが考えられる。また、協議会を組織する場合や外部の関係団体等と連携
する場合については、併せてその内容を記載することが望ましい。 

 
（９）その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

（１）から（８）までに掲げる事項以外に、各市町村における空家等の実情に
応じて必要となる支援措置や空家等対策を推進するための数値目標、空家等対策
の効果を検証し、その結果を踏まえて空家等対策計画を見直す旨の方針等につい
て記載することが考えられる。 

 
３ 空家等対策計画の公表等 

法第６条第３項において、「市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更
したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。」ものとされている。公
表手段は各市町村の裁量に委ねられているが、単に各市町村の公報に掲載するだけ
でなく、例えばインターネットを用いて公表するなど、住民が空家等対策計画の内
容について容易に知ることのできる環境を整備することが重要である。 
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三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 
１ 空家等の所有者等の意識の涵養と理解増進 

適切な管理がその所有者等によってなされない空家等は、周辺地域に悪影響を及
ぼす要因となるものと考えられることから、空家等の適切な管理を行うことの重要
性、管理不全の空家等が周辺地域にもたらす諸問題及びそれに対処するために作成
した空家等対策計画の内容については、空家等の所有者等に限らず、広く住民全体
で共有されることが望ましい。このような観点からは、例えば、空家等対策計画の
公表に合わせて、空家等の適切な管理を行うことの重要性や管理不全の空家等が周
辺地域にもたらす諸問題について広報を行ったり、協議会における協議の内容を住
民に公開したりする等により、空家等の適切な管理の重要性や空家等の周辺地域に
もたらす諸問題への関心を広く惹起し、地域全体でその対処方策を検討・共有でき
るようにすることが望ましい。 

 
２ 空家等に対する他法令による諸規制等 

空家等については、この法律に限らず、例えば建築基準法、消防法、道路法（昭
和２７年法律第１８０号）、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）、災害救
助法（昭和２２年法律第１１８号）等各法律の目的に沿って適正な運用を図る一環
から、適切な管理のなされていない空家等について必要な措置が講じられる場合も
考えられる。例えば、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合には、
空家等に対して災害対策基本法第６２条第１項及び第６４条第２項の規定に基づ
き必要な措置を講じることが可能となる場合もある。関係法令の適用を総合的に検
討する観点からも、各市町村においては一２（１）で述べたとおり、市町村の区域
内の空家等の所在、所有者等について内部部局間で広く情報共有を図り、空家等対
策について内部部局間の連携を取りやすい体制を整備することが重要である。 

 
３ 空家等の増加抑制策、利活用施策、除却等に対する支援施策等 

空家等対策を講ずる上では、単に周辺地域に悪影響を与える管理不全の空家等に
対して、この法律を始めとする２で述べたような関係法令に基づき必要な措置を講
ずるだけでなく、空家等のそもそもの発生若しくは増加を抑制し、又は空家等の他
用途の施設への転用等による利活用を図ることも重要である。また、地方創生や中
心市街地の活性化、コンパクトシティ施策等と空き家対策の一体的な推進、空き家
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を活用した新たなビジネスの創出の促進等により、立地・管理状況の良好な空き家
の多様な利活用の推進を図る取組も重要となる。 

 
（１）空家等の発生又は増加の抑制等に資する施策 

第一義的には、空家等の所有者等が自らの責任において空家等の適切な管理に
努めるべきものであることに鑑み、空家等をそもそも発生させない、又は空家等
の増加を抑制する観点から、例えば１で述べたように、空家等の適切な管理を行
うことの重要性、管理不全の空家等が周辺地域にもたらす諸問題及びそれに対処
するための総合的な方針について所有者等の意識の涵養や理解増進を図るととも
に、空家等となることが見込まれる住宅の所有者等へ適切な管理についての注意
喚起を行う取組を進めることが重要である。あわせて、一８（２）で述べた空家
等の発生を抑制するための税制上の措置の的確な運用、また一２（３）で述べた
ように、空家等の所有者等、外部からの空家等への移住希望者、関係民間団体等
との連携の下、空家等の売買・賃貸、適正管理、除却等などの幅広いニーズを掘
り起こす取組を促すことが考えられる。 

 
（２）空家等の利活用、除却等に対する支援施策 

現在、空家等の所有者等だけでなく、各市町村の住民や外部からの移住希望者
等が空家等を利活用し、又は除却等する取組を促す観点から、例えば空家等のリ
フォームの普及・促進、空家等の他用途の施設（地域活性化施設、地域間交流拠
点施設、社会福祉施設、店舗等）への転用、多様な二地域居住・多地域居住の推
進のための空家等の利活用、地方公共団体と民間団体等が連携した古民家の活用、
空家等そのものの除却等を促すための各種財政支援策が用意されている。各市町
村においては、これらの支援策を活用しながら、空家等の有効活用策の選択肢を
少しでも広げて住民等に提示することも重要である。 
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ふじみ野市空家等対策の推進に関する条例 
（平成 28 年 12 月 22 日条例第 36 号） 
 

ふじみ野市空き家等の適正管理に関する条例(平成 22 年ふじみ野市条例第 38 号)
の全部を改正する。 
 

(目的) 
第 1 条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号。

以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の発生の予防、適切な管理の促
進及び活用について、必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合
的に推進し、もって安全かつ安心な地域住民の生活環境の保全に寄与することを目
的とする。 
(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。 
(1) 空家等 法第 2 条第 1 項に規定する空家等をいう。 
(2) 特定空家等 法第 2 条第 2 項に規定する特定空家等をいう。 
(3) 空家等の跡地 除却した空家等に係る跡地をいう。ただし、当該土地を販売し、

又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理す
るものを除く。 

(4) 空家等の所有者等 空家等又は空家等の跡地を所有し、又は管理する者をいう。 
(5) 事業者 市内で不動産業、建設業その他の空家等又は空家等の跡地の活用に関

連する事業を営む者をいう。 
(6) 市民 市内に住所を有し、又は滞在する者及び市内で就労又は就学する者をい

う。 
(7) 建築物の所有者等 市内に所在する建築物を所有し、又は管理する者(空家等

の所有者等を除く。)をいう。 
(空家等の所有者等の責務) 

第 3 条 空家等の所有者等は、空家等及び空家等の跡地の適切な管理を行うとともに、
市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 
 

(市の責務)  

 参考 
資料 
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第 4 条 市は、この条例の目的を達成するため、空家等に関する対策の実施その他の
空家等に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。 
(事業者の責務) 

第 5 条 事業者は、市が実施する空家等及び空家等の跡地の活用に関する施策に協力
するとともに、空家等及び空家等の跡地の活用及び流通の促進に努めなければなら
ない。 
(特定空家等の情報提供) 

第 6 条 市民は、特定空家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供す
るよう努めなければならない。 
(空家等の発生の予防) 

第 7 条 建築物の所有者等は、当該建築物が空家等にならないよう、その有効活用に
努めなければならない。 

2 建築物の所有者等は、当該建築物の老朽化その他の原因により将来において特定
空家等となるおそれがあるときは、当該建築物の改修、除却その他必要な措置を講
じ、特定空家等の発生の予防に努めなければならない。 
(空家等対策計画の策定) 

第 8 条 市は、法第 6 条第 1 項の規定により、ふじみ野市空家等対策計画を定めるも
のとする。 
(協議会の設置等) 

第 9 条 市は、法第 7 条第 1 項の規定により、ふじみ野市空家等対策協議会(以下「協
議会」という。)を置く。 

2 協議会は、委員 12 人以内で組織する。 
3 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 
4 委員は、再任されることができる。 
5 協議会の委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。 
(空家等に関するデータベースの整備等) 

第 10 条 市は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は
賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない
よう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下同じ。)に関するデータベー
スの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずる
ものとする。 
(空家等の適切な管理の促進)  
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第 11 条 市は、空家等の所有者等による当該空家等の適切な管理を促進するため、
これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとす
る。 
(空家等及び空家等の跡地の活用等) 

第 12 条 市は、空家等及び空家等の跡地に関する情報の提供その他これらの活用の
ために必要な対策を講ずるものとする。 

2 空家等の所有者等は、その所有する空家等及び空家等の跡地を自ら利用する見込
みがないときは、賃貸、譲渡その他これらを活用するための取組を行うよう努めな
ければならない。 
(特定空家等に対する措置) 

第 13 条 市長は、法第 14 条第 3 項の措置を命じるときは、あらかじめ協議会の意見
を聴くものとする。 
(緊急安全措置) 

第 14 条 市長は、特定空家等の状態に起因して、人の生命、身体若しくは財産に危
害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、これを回避するため必要な
最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。 

2 緊急安全措置を講ずる場合で、当該特定空家等の敷地内に立ち入ろうとする者は、
その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなけ
ればならない。 

3 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該特定空家等
の所有者等から徴収することができる。 
(その他) 

第 15 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長
が別に定める。 

附 則 
(施行期日) 

1 この条例は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 
(ふじみ野市空き地の環境保全に関する条例の一部改正) 

2 ふじみ野市空き地の環境保全に関する条例(平成 17 年ふじみ野市条例第 117 号)
の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略
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ふじみ野市空家等対策の推進に関する規則 

（平成 29 年 1 月 23 日規則第 1 号） 
 

ふじみ野市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成 23 年ふじみ野市規則第
36 号)の全部を改正する。 
 

(趣旨) 
第 1 条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号。

以下「法」という。)及びふじみ野市空家等対策の推進に関する条例(平成 28 年ふ
じみ野市条例第 36 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるも
のとする。 
(立入調査) 

第 2 条 法第 9 条第 3 項の規定による通知については、空家等立入調査通知書(様式
第 1 号)により行うものとする。 
(立入調査員証) 

第 3 条 法第 9 条第 4 項及び条例第 14 条第 2 項の規定による身分を示す証明書の様
式は、立入調査員証(様式第 2 号)のとおりとする。 
(助言又は指導) 

第 4 条 法第 14 条第 1 項の規定による助言は口頭で、指導は特定空家等管理指導書
(様式第 3 号)により行うものとする。 
(勧告) 

第 5 条 法第 14 条第 2 項の規定による勧告は、勧告書(様式第 4 号)により行うもの
とする。 
(措置命令) 

第 6 条 法第 14 条第 3 項の規定による措置命令は、命令書(様式第 5 号)により行う
ものとする。 
(事前通知書) 

第 7 条 法第 14 条第 4 項の規定による通知書の様式は、特定空家等措置命令事前通
知書(様式第 6 号)のとおりとする。 
(意見書) 

第 8 条 法第 14 条第 4 項の規定による意見書の様式は、特定空家等管理に係る意見
書(様式第 7 号)のとおりとする。 

 

 参考 
資料 
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(意見聴取請求)  
第 9 条 法第 14 条第 5 項の規定による請求は、特定空家等管理に係る意見聴取請求

書(様式第 8 号)により行うものとする。 
(意見聴取通知) 

第 10 条 法第 14 条第 7 項の規定による通知は、特定空家等管理に係る意見聴取実施
通知書(様式第 9 号)により行うものとする。 
(行政代執行) 

第 11 条 法第 14 条第 9 項に規定する処分(以下「行政代執行」という。)に係る行政
代執行法(昭和 23 年法律第 43 号。以下「代執行法」という。)第 3 条第 1 項に規定
による戒告は、戒告書(様式第 10 号)により行うものとする。 

2 行政代執行に係る代執行法第 3 条第 2 項の規定による通知は、代執行令書(様式第
11 号)により行うものとする。 

3 行政代執行に係る代執行法第 4 条の規定による証票の様式は、執行責任者証(様式
第 12 号)のとおりとする。 

4 行政代執行に係る代執行法第 5 条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命
令書(様式第 13 号)により行うものとする。 
(準用) 

第 12 条 前条第 3 項及び第 4 項の規定は、法第 14 条第 10 項に規定する処分につい
て準用する。 
(標識) 

第 13 条 法第 14 条第 11 項の規定による標識の様式は、標識(様式第 14 号)のとおり
とする。 
(公示の方法) 

第 14 条 法第 14 条第 11 項の規定による公示は、空家等対策の推進に関する特別措
置法施行規則(平成 27 年総務省・国土交通省令第 1 号)で定める方法のほか、ふじ
み野市公告式条例(平成 17 年ふじみ野市条例第 4 号)第 2 条第 2 項に規定する掲示
場への掲示その他市長が必要と認める方法により行うものとする。 
(緊急安全措置) 

第 15 条 条例第 14 条第 1 項に規定する緊急安全措置を講じたときは、当該特定空家
等の所在地及び措置の内容等を特定空家等に関する緊急安全措置実施通知書(様式
第 15 号)により当該特定空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知
することができない場合にあっては、公告)するものとする。 

2 条例第 14 条第 3 項の規定による費用の請求は、特定空家等に関する緊急安全措置
実施請求書(様式第 16 号)により行うことができる。 
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(その他) 
第 16 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 
この規則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
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■建築基準法 
（保安上危険な建築物等に対する措置） 

第十条 （略） 
２ （略） 
３ 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備（いずれも

第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受
けないものに限る。）が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合に
おいては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を
付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保
安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。 

４ 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用
する。 
（違反建築物に対する措置） 

第九条 （略） 
２ 特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じ

ようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出
期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び
自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

３ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対し
て、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

４ 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第一項の措置
を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければな
らない。 

５ 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第一項の規定によつて
命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の二日前までに、前項に規定す
る者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

６ 第四項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を
提出することができる。 

７ 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定
める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。 

８ 前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して公開に
よる意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては、第四項から第六項
までの規定を準用する。ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から五日以内に行わなけ
ればならない。 

９ 特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第七項の規定によつて仮にした命令が
不当でないと認めた場合においては、第一項の命令をすることができる。意見の聴取の結果、
第七項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令
を取り消さなければならない。 

１０ （略） 

 参考 
資料 
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１１ 第一項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を
命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反
すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又は
その命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限
を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁
又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければな
らない。 

１２ 特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら
れた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限
までに完了する見込みがないときは、行政代執行法 （昭和二十三年法律第四十三号）の定める
ところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることがで
きる。 

１３ 特定行政庁は、第一項又は第十項の規定による命令をした場合（建築監視員が第十項の規
定による命令をした場合を含む。）においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法に
より、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地内に設
置することができる。この場合においては、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物
又は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはなら
ない。 

１５ 第一項、第七項又は第十項の規定による命令については、行政手続法 （平成五年法律第八
十八号）第三章 （第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

 
■消防法 
第三条 消防長（消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五条の三

の二を除き、以下同じ。）、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であ
ると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防
の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、
次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 
一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具（物件に限る。）又はその使用に際

し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具（物件に限る。）の使用その他これらに類する
行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備 

二 残火、取灰又は火粉の始末 
三 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他

の処理 
四 放置され、又はみだりに存置された物件（前号の物件を除く。）の整理又は除去 

２ 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防
の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知する
ことができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ず
ることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員（消防本部を置かない市
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町村においては、消防団員。第四項（第五条第二項及び第五条の三第五項において準用する場
合を含む。）及び第五条の三第二項において同じ。）に、当該物件について前項第三号又は第四
号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、消防
長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。 

３ 災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三号）第六十四条第三項 から第六項 までの
規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この
場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」
とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。 

４ 消防長又は消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を
命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行
について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがない
ときは、行政代執行法 （昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、当該消防職員
又は第三者にその措置をとらせることができる。 

 
■道路法 

（道路に関する禁止行為） 
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼ

す虞のある行為をすること。 
（沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務） 

第四十四条 道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべ
き危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例（指定区間内の国道にあつては、政令）
で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。但し、道路の各一側について幅
二十メートルをこえる区域を沿道区域として指定することはできない。 

２ 前項の規定により沿道区域を指定した場合においては、道路管理者は、遅滞なくその区域を
公示しなければならない。 

３ 沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構
造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす虞があると認められる場合においては、その損害
又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を
講じなければならない。 

４ 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合に
おいては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、その他
その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 
（道路管理者等の監督処分） 

第七十一条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律
に基づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しく
はその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路（連結許可等に係る自動車専用道路
と連結する施設を含む。以下この項において同じ。）に存する工作物その他の物件の改築、移転、
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除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をする
こと若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。 
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して

いる者 
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反してい

る者 
三 詐偽その他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承

認を受けた者 
２ 道路管理者は、左の各号の一に該当する場合においては、この法律又はこの法律に基く命令

の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずるこ
とができる。 
一 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 
二 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合 
三 前二号に掲げる場合の外、道路の管理上の事由以外の事由に基く公益上やむを得ない必要

が生じた場合 
３ 前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当

該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、
当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。
この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措
置を行わないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、
あらかじめ公告しなければならない。 

４ 道路管理者（第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下
この項及び次項において同じ。）は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第二十四条、第三
十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しく
は第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の三第二項若し
くは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
（第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。）に対して第一項
の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件
の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必
要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。 

５ 道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に第四十三条の二、第四十七条の三第一
項、第四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六の規定による権限を行わせる
ことができる。 

６ 道路監理員は、前二項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を
携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 

７ 前項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。 
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■災害対策基本法 
（応急公用負担等） 

第六十四条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとして
いる場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定める
ところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土
石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。 

２ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合
において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、現場の災害を受けた工
作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるもの（以下この条において「工作物等」とい
う。）の除去その他必要な措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したと
きは、市町村長は、当該工作物等を保管しなければならない。 

３ 市町村長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所
有者その他当該工作物等について権原を有する者（以下この条において「占有者等」という。）
に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示し
なければならない。 

４ 市町村長は、第二項後段の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれ
があるとき、又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところ
により、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。 

５ 前三項に規定する工作物等の保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受
けるべき占有者等の負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法 （昭和二十三年法律
第四十三号）第五条 及び第六条 の規定を準用する。 

６ 第三項に規定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項後段の規定により保管
した工作物等（第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。）を返還す
ることができないときは、当該工作物等の所有権は、当該市町村長の統轄する市町村に帰属す
る。 

７ 前条第二項の規定は、第一項及び第二項前段の場合について準用する。 
８ 第一項及び第二項前段の規定は、市町村長その他第一項又は第二項前段に規定する市町村長

の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自
衛官の職務の執行について準用する。この場合において、第一項又は第二項前段に規定する措
置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長
に通知しなければならない。 

９ 警察官、海上保安官又は災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第七項において準用する
前条第二項又は前項において準用する第二項前段の規定により工作物等を除去したときは、当
該工作物等を当該工作物等が設置されていた場所を管轄する警察署長等又は内閣府令で定める
自衛隊法第八条 に規定する部隊等の長（以下この条において「自衛隊の部隊等の長」という。）
に差し出さなければならない。この場合において、警察署長等又は自衛隊の部隊等の長は、当
該工作物等を保管しなければならない。 

１０ 前項の規定により警察署長等又は自衛隊の部隊等の長が行う工作物等の保管については、
第三項から第六項までの規定の例によるものとする。ただし、第三項の規定の例により公示し
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た日から起算して六月を経過してもなお返還することができない工作物等の所有権は、警察署
長が保管する工作物等にあつては当該警察署の属する都道府県に、政令で定める管区海上保安
本部の事務所の長又は自衛隊の部隊等の長が保管する工作物等にあつては国に、それぞれ帰属
するものとする。 

 
■災害救助法 

（救助の種類等） 
第四条 救助の種類は、次のとおりとする。 

一 避難所及び応急仮設住宅の供与 
二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 
三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 
四 医療及び助産 
五 被災者の救出 
六 被災した住宅の応急修理 
七 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 
八 学用品の給与 
九 埋葬 
十 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの 

２ 救助は、都道府県知事が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救
助を要する者（埋葬については埋葬を行う者）に対し、金銭を支給してこれを行うことができ
る。 

３ 救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。 
（事務処理の特例） 

第十三条 都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めると
ころにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととするこ
とができる。 

２ 前項の規定により市町村長が行う事務を除くほか、市町村長は、都道府県知事が行う救助を
補助するものとする。 

 
■災害救助法施行令 

（救助の種類） 
第二条 法第四条第一項第十号 に規定する救助の種類は、次のとおりとする。 

一 死体の捜索及び処理 
二 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼ

しているものの除去 
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■廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（措置命令） 

第十九条の四 一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理
基準）に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保
全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長（前条第三号に掲げ
る場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。）は、必要な限度において、当該収
集、運搬又は処分を行つた者（第六条の二第一項の規定により当該収集、運搬又は処分を行つ
た市町村を除くものとし、同条第六項若しくは第七項又は第七条第十四項の規定に違反する委
託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者を含む。次条第一項及
び第十九条の七において「処分者等」という。）に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発
生の防止のために必要な措置（以下「支障の除去等の措置」という。）を講ずべきことを命ずる
ことができる。 

２ 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなけ
ればならない。 
（生活環境の保全上の支障の除去等の措置） 

第十九条の七 第十九条の四第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又
は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長
は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、
第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ず
べき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等
の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 
一 第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者

等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でない
とき、又は講ずる見込みがないとき。 

二 第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場
合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することがで
きないとき。 

三 第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた認
定業者が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分で
ないとき、又は講ずる見込みがないとき。 

四 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の四第一項又は第
十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがな
いとき。 

２ 市町村長は、前項（第三号に係る部分を除く。）の規定により同項の支障の除去等の措置の全
部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定め
るところにより、当該処分者等に負担させることができる。 

３ 市町村長は、第一項（第三号に係る部分に限る。）の規定により同項の支障の除去等の措置の
全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定
めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。 



 

関 係 法 令  

P. 44 

 

４ 市町村長は、第一項（第四号に係る部分に限る。）の規定により同項の支障の除去等の措置の
全部又は一部を講じた場合において、第十九条の四の二第一項各号のいずれにも該当すると認
められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で
定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。この場合において、当該認定
業者に負担させる費用の額は、当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その
他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。 

５ 前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法 （昭和二十三年法律第
四十三号）第五条 及び第六条 の規定を準用する。 

６ 第一項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、当該
支障の除去等の措置が特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、市町村
長は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る第八条の五第六項に規定する者（以下この項にお
いて「設置者等」という。）及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要
した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持
管理積立金を当該設置者等に代わつて取り戻すことができる。 
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 田 中  章 友  

一般社団法人 
埼玉県建築士会入間第一支部 

 柳 井  博  

ふじみ野市自治組織連合会  山 辺  進  

ふじみ野市自治組織連合会  小 川  靖 正  

NPO 法人 
空家・空地管理センター 

 伊 藤  雅 一  

ふじみ野市社会福祉協議会  小泉 二三枝 

ふじみ野市商工会  玉 田  勝 彦  

ふじみ野市民生委員児童委員協議会連合会  勝 部  文 友  

入間東部地区事務組合消防本部 指揮統制課  長谷川 義兼 


